
令和７年度

包括外部監査の結果報告書

「県営住宅に関する事務の執行について」

令和８年 1月

三重県包括外部監査人

公認会計士 大島 嘉秋





第１ 包括外部監査の概要 ...................................................... 1

１ 外部監査の種類 ......................................................... 1

２ 選定した特定の事件（テーマ） ........................................... 1

３ 事件を選定した理由 ..................................................... 1

４ 外部監査の対象部局 ..................................................... 1

５ 外部監査の対象期間 ..................................................... 1

６ 外部監査の実施期間 ..................................................... 1

７ 外部監査の方法 ......................................................... 2

８ 包括外部監査人補助者 ................................................... 3

９ 利害関係 ................................................................ 3

第２ 包括外部監査対象の概要 .................................................. 4

１ 公営住宅制度の概要 ..................................................... 4

２ 三重県営住宅条例 ....................................................... 5

３ 三重県住生活基本計画 ................................................... 5

４ 公営住宅等長寿命化計画 ................................................ 13

５ 県営住宅一覧 .......................................................... 14

６ 県営住宅の位置 ........................................................ 20

７ 県営住宅の分掌事務 .................................................... 21

８ 県営住宅に関する決算の推移 ............................................ 25

９ 住宅別収支 ............................................................ 27

10 固定資産台帳分析 ...................................................... 30

11 入居者の属性分析 ...................................................... 32

12 入退去管理 ............................................................. 37

13 債権管理 ............................................................... 46

14 県営住宅管理システム .................................................. 46

15 現地視察 ............................................................... 47

第３ 監査の結果と意見（総括） ............................................... 57

１ 県営住宅に関する決算の推移に関する主な課題と対応策 ................... 57

２ 入居者の属性分析に関する主な課題と対応策 .............................. 64

３ 適切な入退去管理に関する主な課題と対応策 .............................. 65

４ 県営住宅管理システム等個人情報の管理に関する主な課題と対応策 ......... 65

５ 指摘意見一覧 .......................................................... 66



第４ 監査の結果と意見（個別） ............................................... 68

１ 資産管理 ............................................................... 68

２ 入退去管理 ............................................................ 81

３ 債権管理 ............................................................... 91

４ 指定管理者のモニタリング .............................................. 92

５ 指定管理者 ........................................................... 116

６ 県営住宅管理システム ................................................. 126



1

第１ 包括外部監査の概要

１ 外部監査の種類

地方自治法第 252条の 37第 1項及び第 2項に基づく包括外部監査

２ 選定した特定の事件（テーマ）

県営住宅に関する事務の執行について

３ 事件を選定した理由

県営住宅は、老朽化、入居率の低下及び住民の高齢化等の社会情勢や住宅事情の変

化に合わせて、将来計画のあり方を検討することが重要である。

県は、「三重県住生活基本計画～令和新時代の持続可能で快適な住生活をめざして～

（令和４年６月）（以下、「三重県住生活基本計画」という。）」において、老朽化が進

む県営住宅の将来的な対応に関する目標「県営住宅の在り方を考える」を定め、入居

率低下の調査・分析・新たな活用方法の検討や、老朽化が進む県営住宅の将来的な対

応方針の検討・計画の策定を進めている。

また、包括外部監査としては、これまで監査の対象として県営住宅に関する事務を

取り上げていない。

そこで、県営住宅に関する事務の執行に関して、合規性、経済性、効率性、有効性

及び内部統制の視点等を要点として監査を実施するとともに「三重県住生活基本計画」

実現への取組状況を検証することは、有用であると考え、監査対象のテーマに選定し

た。

４ 外部監査の対象部局

県営住宅に関する事務を所管する部署

５ 外部監査の対象期間

令和６年度（自：令和６年４月１日 至：令和７年３月 31日）

ただし、必要に応じて他の年度についても監査対象とする。

６ 外部監査の実施期間

自：令和７年５月 27日 至：令和８年１月 27日
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７ 外部監査の方法

（１）監査の主な要点

ア 県営住宅の契約事務は適法かつ効率的に実施されているか。

イ 県営住宅の管理は、適法かつ効率的に行われているか。

ウ 県営住宅の入退去手続・家賃収納事務・家賃設定は適法かつ効率的に行

われているか。

エ 県営住宅の家賃の滞納管理・不納欠損は適切に実施されているか。

オ 家賃等の収納・管理は適切に行われているか。

（２）主な監査手続

ア 県営住宅に関する事務の概要を把握するため、ヒアリング及び関連諸法

令、条例及び規則等の閲覧を実施する。

イ 「三重県住生活基本計画」が適切に遂行されているか、計画に変更・改

善を検討すべき事情はないか、また、効果測定及び必要な連携が行われて

いることを確認するため、ヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプ

ルチェックを実施する。

ウ 県営住宅に関する事務処理及び承認が適切になされているかを確認する

ため、ヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェックを実施す

る。

エ その他、包括外部監査人が必要と認めた監査手続を実施する。

※ サンプルチェックに関しては、各手続に関連する資料から無作為にサン

プリングを行い、検証を行った。
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８ 包括外部監査人補助者

岩田  香織 （ 公 認 会 計 士 ）

伊藤  貴俊 （ 公 認 会 計 士 ）

工藤 明日美 （ 公 認 会 計 士 ）

田中  愛子 （ 公 認 会 計 士 ）

城野  沙織 （ 公 認 会 計 士 ）

堀  健太朗 （ 公 認 会 計 士 ）

杉下  茉衣 （ 公 認 会 計 士 ）

安藤  祥平 （ 公 認 会 計 士 ）

（ 行 政 経 験 者 ）

左近  裕一 （ 公 認 会 計 士 ）

大野  真一 （公認会計士試験合格者）

加藤 優美子 （ コ ン サ ル タ ン ト ）

９ 利害関係

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治法

第 252条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。

【本報告書の記載内容に関する留意事項】

報告書中の表の数値は、端数未満の金額は切り捨て、比率は四捨五入している。

したがって端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

外部監査を通じて発見した、指摘すべき事項、意見を付すべき事項について、それぞ

れ、【指摘】、【意見】として記述し、それぞれの内容は以下のとおりである。

【指摘】 「法令や規則等に違反している事項、不当な事項等」

【意見】 「自治体運営の経済性・効率性・有効性、公平性、正確性を踏まえた

     結果、改善することが望まれる事項」
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第２ 包括外部監査対象の概要

１ 公営住宅制度の概要

公営住宅は「地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸

し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設（公営住宅法第２条第２号）」をいい、

「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、

これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することに

より、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする（公営住宅法第

１条）」ものである。

【図表２－１－１】公営住宅制度の概要

（出所：公営住宅制度について（国土交通省住宅局住宅総合整備課））
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２ 三重県営住宅条例

「三重県営住宅条例」は、公営住宅法第 48 条に基づき、公営住宅及び共同施設の管

理について必要な事項を定めたものであり、「三重県営住宅条例施行規則」にて具体的

な手続や基準を定めている。

３ 三重県住生活基本計画

「三重県住生活基本計画」は、「住生活基本法」の規定に基づき、「住生活基本計画

（全国計画）」に即して、県における住宅政策の目標・基本的な施策・成果指標等を定

めたものである。

県は、「基本方針４住宅確保要配慮者が安心できる住まいづくり」として、高齢者、

低額所得者、被災者等の住宅確保要配慮者が、安心して住生活をおくれるように、公

営住宅の供給に加え、民間賃貸住宅の活用を進め、重層的な住宅確保の仕組みの構築

をめざしている。基本方針４の目標指標は【図表２－３－１】のとおりである。

また、各指標の推移は、【図表２－３－２～６】のとおりである。

【図表２－３－１】基本方針４住宅確保要配慮者が安心できる住まいづくり

目標 基本的施策 指標

基
本
方
針
４

【目標 4-1】

住まいに困るこ

とがないように

する

① 住宅の確保に特に配慮を

要する人への居住支援

② 高齢者の安心を保証する

ための住宅整備の推進

③ 公営住宅の適正な維持管

理と供給

④ 公営住宅の計画的な整備

（１）公的な支援を要する世

帯数に対する公営住宅

の供給数の割合

（２）居住支援協議会の市町

人口カバー率

（３）県営住宅の長寿命化工

事達成割合

【目標 4-2】

災害時の住宅を

確保する

① 災害発生直後の一時的な

居住の確保

② 復興事前準備と発災後の

復興段階における住宅の

恒久的な確保

（４）市町の復興事前準備の

着手率

【目標 4-3】

県営住宅のあり

方を考える

① 入居率低下の調査・分

析・新たな活用方法の検

討

② 老朽化が進む県営住宅の

将来的な対応方針の検

討・計画の策定

（５）県営住宅の入居率

 （出所：三重県住生活基本計画）



6

（１）公的な支援を要する世帯数に対する公営住宅の供給数の割合

公的な支援を要する世帯数に対する公営住宅の供給数の割合の推移は、【図表２

－３－２】のとおり、令和３年度に目標値達成後、令和５年度まで 100％以上で推

移している。

【図表２－３－２】公的な支援を要する世帯数に対する公営住宅の供給数の割合

（出所：三重県住生活基本計画（R4-R12）成果指標に基づき監査人作成）

（２）居住支援協議会の市町人口カバー率

居住支援協議会の市町人口カバー率の推移は、【図表２－３－３】のとおり、0％

で推移している。居住支援協議会を設立した市町の人口が県全体の人口に占める

割合であり、現在、市町の設立準備段階であることから、0％となっている。

【図表２－３－３】居住支援協議会の市町人口カバー率

（出所：三重県住生活基本計画（R4-R12）成果指標に基づき監査人作成）
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（３）県営住宅の長寿命化工事達成割合

県営住宅の長寿命化工事達成割合の推移は、【図表２－３－４】のとおり、増加

傾向にあり、このまま推移すれば、令和 12 年度には目標値を達成できるように見

受けられる。

【図表２－３－４】県営住宅の長寿命化工事達成割合

（出所：三重県住生活基本計画（R4-R12）成果指標に基づき監査人作成）

（４）市町の復興事前準備の着手率

市町の復興事前準備の着手率の推移は、【図表２－３－５】のとおり、令和４年

度まで増加傾向にあったものの、令和４年度から令和５年度にかけては横ばいと

なっている。

【図表２－３－５】市町の復興事前準備の着手率

（出所：三重県住生活基本計画（R4-R12）成果指標に基づき監査人作成）
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（５）県営住宅の入居率

県営住宅入居率の推移は、【図表２－３－６】のとおり、令和４年度から令和５

年度にかけて微増したが、今回の監査で把握した令和６年度の入居率は 64.9％と

依然として低水準であり、長期的には減少傾向にある。

【図表２－３－６】県営住宅の入居率

（出所：三重県住生活基本計画（R4-R12）成果指標に基づき監査人作成）
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【図表２－３－７】三重県住生活基本計画（概要版）

（出所：三重県住生活基本計画（概要版））
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【図表２－３－８】三重県住生活基本計画（概要版）

（出所：三重県住生活基本計画（概要版））
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【図表２－３－９】三重県住生活基本計画（概要版）

（出所：三重県住生活基本計画（概要版））
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【図表２－３－10】三重県住生活基本計画（概要版）

（出所：三重県住生活基本計画（概要版））
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４ 公営住宅等長寿命化計画

三重県公営住宅等長寿命化計画の目的は、三重県内の公営住宅の住宅やニーズ等を

踏まえ、県営住宅において、住棟ごとに、建替え、改善、修繕等の活用手法を定め、

効率的に事業を実施することにより、良質な県営住宅ストックを効果的に長期活用す

るための事業に伴う費用対効果を算出し、活用手法の選定を行い、長寿命化による更

新コストの削減と事業量の平準化等を図るものである。

三重県公営住宅等長寿命化計画の位置付けとしては、上位計画に「三重県住生活基

本計画」があり、県営住宅ストックに対して予防保全型の維持管理や機能改善を進め

ることとしている。

また、三重県公営住宅等長寿命化計画は、「みえ公共施設等総合管理基本方針」の県

営住宅等部門の個別施設計画としても位置付けられており、点検・診断等の実施方針、

維持管理・修繕・更新等の実施方針、長寿命化の実施方針、統合や廃止の推進方針等

が定められている。

【図表２－４－１】長寿命化計画の位置付け

（出所：三重県公営住宅等長寿命化計画に基づき監査人作成）
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５ 県営住宅一覧

県の県営住宅は【図表２－５－１】のとおり、管理戸数は 61住宅、3,988戸（令和７

年４月１日現在）である。

県では県営住宅を、エリアごと①北勢ブロック、②中勢伊賀ブロック、③南勢ブロ

ック及び④東紀州ブロックの４つのブロックに分けて管理している。

【図表２－５－１】県営住宅一覧

市町 住宅名 所在地 管理戸数 建設年度

  【北勢ブロック 15住宅計】 1,273

桑名市 森忠 桑名市森忠 1073-2外 23 S34

  川成 桑名市矢田 424-74 56 S56

川越町 豊田一色 三重郡川越町豊田一色 534外 34 H2～H3

菰野町 大羽根
三重郡菰野町大羽根園新林町

4227-72
10 S46

四日市市 高見ヒルズ 四日市市市場町 9-19外 60 H5～H8

  あこず 四日市市赤水町 1245-9外 166 S62～H4

  高花平 四日市市高花平 5丁目 1-64 24 S41

  笹川 四日市市笹川 9丁目 15-2外 366 S46～S52

  笹川第二 四日市市笹川 3丁目 234-1外 88 S53～S55

  泊山 四日市市泊村 1050-1 6 S30

  河原田 四日市市河原田町 2055-4外 72 S53～S54

鈴鹿市 高岡山社の郷 鈴鹿市高岡台 4丁目 11-1外 135 H3～H8

  十宮 鈴鹿市十宮 4丁目 7-13外 17 S30～S33

  桜島 鈴鹿市桜島町 5丁目 7-3 200 S56～S59

亀山市 鹿島 亀山市北鹿島町 7 16 H4

  【中勢伊賀ブロック 22住宅計】 1,982

津市 千里 津市河芸町千里ヶ丘 69外 447
S40～S45,

S47～S51

  サンシャイン千里 津市河芸町千里ヶ丘 71-1 98 H8

サンシャイン千里

（特公賃）
津市河芸町千里ヶ丘 71-1 2 H8

  白塚 津市白塚町 282-2外 200 S53～S56
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市町 住宅名 所在地 管理戸数 建設年度

  一身田 津市一身田町 157-2外 388
S36～S39,

S59～H1

  江戸橋 津市江戸橋 2丁目 59 108 S32～S35

  島崎 津市島崎町 308 24 S29

パールハイツ

西丸之内
津市西丸之内 39-12 34 H7

  船頭町 津市船頭町津興 3381外 60 S53～S54

  半田 津市半田 830 26 S31

  神戸 津市神戸 1424-5外 88 S42～S44

  結城 津市津興 119-1 120 S46～S48

  新町 津市久居新町 2138-1 48 S52

  野村 津市久居野村町 893-1 10 S42

  ミレニ北口 津市久居北口町 598-1 24 H11

伊賀市 荒木 伊賀市荒木 1191-2外 113
S45～S48,

S50

  服部 伊賀市服部町 2丁目 54外 56 S51～S52

  清水ヶ谷 伊賀市緑ヶ丘中町 1547 8 S30

  木根 伊賀市長田 2872-3 8 S54

  依那具 伊賀市依那具 2737-2外 16 S42

  カーサ上野 伊賀市ゆめが丘 2丁目 2-2 80
H8,H11,

H14

名張市 蔵持 名張市蔵持町 229-6 24 S55

  【南勢ブロック 17住宅計】 611

松阪市 大黒田 松阪市五月町 1497外 48 S51～S52

  五反田 松阪市五反田町 2丁目 1326-3 40 S58

  粥田 松阪市田村町 518-1 88 S47～S50

  宝塚 松阪市宝塚町 830-90外 28
S36,

S39～S40

  和屋 松阪市和屋町 319外 56 S54～S55

  上川 松阪市上川町 3732-47外 44 S45～S46

  上川第２ 松阪市上川町 561-4外 88 S62～H1
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市町 住宅名 所在地 管理戸数 建設年度

  エスペラント末広 松阪市末広町 2丁目 200 68 H11,H13

エスペラント末広

（特公賃）
松阪市末広町 2丁目 200 2 H11,H13

伊勢市 辻久留 伊勢市辻久留 3丁目 11-16 20 S56

  清水谷 伊勢市辻久留 3丁目 8-28 16 S36

  旭 伊勢市旭町 59-1 20 H2

  城田 伊勢市粟野町 2101 31 S43

  西豊浜 伊勢市西豊浜町 5435 24 S52

  五十鈴川 伊勢市二見町西 185-58 24 S59

鳥羽市 堅神 鳥羽市堅神町 1020-5 6 S32

  安楽島 鳥羽市安楽島町１244-1 8 S44

  【東紀州ブロック 7住宅計】 122

尾鷲市 垣ノ内 尾鷲市小川西町 1-12 6 S32

  古江 尾鷲市古江町 637-21 16 S47

  泉 尾鷲市泉町 22-11 16 S50

熊野市 井戸 熊野市井戸町 1078-2 16 S47

  井土 熊野市井戸町 328-2 16 S49

  久生屋 熊野市久生屋町 390-1 16 S58

御浜町
オレンジハイツ

御浜
南牟婁郡御浜町下市木 4694外 36 H6,H8

61住宅合計 3,988

（出所：三重県ＨＰに基づき監査人作成）
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住宅別の入居率は【図表２－５－２】のとおり、県営住宅全体の入居率は 64.9％で

ある。住宅によって 39％～100％の幅があり、東紀州ブロック全体の入居率は、92.1％

と他のブロックよりも高い傾向にある。

【図表２－５－２】県営住宅団地別入居状況（政策空家は除く）  （単位：戸）

市町 住宅名 管理戸数※ 入居戸数 入居率

【北勢ブロック】 1,179 759 64.4%

桑名市 川成 56 37 66.1%

川越町 豊田一色 34 32 94.1%

四日市市

高見ヒルズ 56 44 78.6%

あこず 166 77 46.4%

笹川 361 246 68.1%

笹川第二 88 62 70.5%

河原田 72 45 62.5%

鈴鹿市
高岡山社の郷 133 89 66.9%

桜島 197 112 56.9%

亀山市 鹿島 16 15 93.8%

【中勢伊賀ブロック】 1,491 926 62.1%

津市

千里 372 145 39.0%

サンシャイン千里 98 79 80.6%

サンシャイン千里

（特公賃）
2 2 100.0%

白塚 195 116 59.5%

一身田 294 171 58.2%

パールハイツ西丸之内 34 32 94.1%

船頭町 60 50 83.3%

神戸 88 57 64.8%

結城 120 80 66.7%

新町 48 40 83.3%

ミレニ北口 24 21 87.5%

伊賀市
服部 54 43 79.6%

カーサ上野 80 71 88.8%

名張市 蔵持 22 19 86.4%

【南勢ブロック】 499 341 68.3%

松阪市

大黒田 48 29 60.4%

五反田 40 34 85.0%

粥田 88 59 67.0%

和屋 56 38 67.9%

上川第２ 88 51 58.0%

エスペラント末広 68 55 80.9%

エスペラント末広

（特公賃）
2 2 100.0%

伊勢市 辻久留 20 14 70.0%
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市町 住宅名 管理戸数※ 入居戸数 入居率

旭 19 16 84.2%

城田 24 16 66.7%

西豊浜 22 13 59.1%

五十鈴川 24 14 58.3%

【東紀州ブロック】 114 105 92.1%

尾鷲市
古江 14 10 71.4%

泉 16 14 87.5%

熊野市

井戸 16 15 93.8%

井土 16 14 87.5%

久生屋 16 16 100.0%

御浜町 オレンジハイツ御浜 36 36 100.0%

計 3,283 2,131 64.9%

※ 令和７年４月１日現在

（出所：住宅政策課作成資料）

住宅別の応募倍率は【図表２－５－３】のとおり、県営住宅全体の応募倍率は 2.29

倍である。住宅によって 0 倍～5.33 倍の幅があり、中勢伊賀ブロック全体の応募倍率

は、2.17倍と他のブロックよりも高い傾向にある。

【図表２－５－３】県営住宅団地別応募倍率           （単位：戸）

市町 住宅名
空き

戸数

募集

戸数

申込

者数

応募

倍率

【北勢ブロック】   420 97 221 2.28

桑名市 川成 19 7 24 3.43

川越町 豊田一色 2 0 0 -

四日市市

高見ヒルズ 12 8 15 1.88

あこず 89 14 17 1.21

笹川 115 20 38 1.90

笹川第二 26 8 7 0.88

河原田 27 7 7 1.00

鈴鹿市
高岡山社の郷 44 15 35 2.33

桜島 85 16 75 4.69

亀山市 鹿島 1 2 3 1.50

【中勢伊賀ブロック】   565 69 219 3.17

津市

千里 227 6 9 1.50

サンシャイン千里 19 5 26 5.20

サンシャイン千里（特公賃） 0 0 0 -

白塚 79 5 13 2.60

一身田 123 11 44 4.00

パールハイツ西丸之内 2 3 16 5.33

船頭町 10 2 4 2.00
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市町 住宅名
空き

戸数

募集

戸数

申込

者数

応募

倍率

神戸 31 6 2 0.33

結城 40 6 13 2.17

新町 8 3 13 4.33

ミレニ北口 3 1 4 4.00

伊賀市
服部 11 11 24 2.18

カーサ上野 9 10 51 5.10

名張市 蔵持 3 0 0 -

【南勢ブロック】   158 38 52 1.37

松阪市

大黒田 19 1 3 3.00

五反田 6 3 13 4.33

粥田 29 1 2 2.00

和屋 18 5 2 0.40

上川第２ 37 6 6 1.00

エスペラント末広 13 4 18 4.50

エスペラント末広（特公賃） 0 0 0 -

伊勢市

辻久留 6 3 1 0.33

旭 3 5 6 1.20

城田 8 1 0 0.00

西豊浜 9 4 1 0.25

五十鈴川 10 5 0 0.00

【東紀州ブロック】   9 16 12 0.75

尾鷲市
古江 4 4 0 0.00

泉 2 1 1 1.00

熊野市

井戸 1 2 0 0.00

井土 2 5 4 0.80

久生屋 0 4 7 1.75

御浜町 オレンジハイツ御浜 0 0 0 -

計 1,152 220 504 2.29

※１ 募集戸数、申込者数及び応募倍率は、令和６年度に実施した年４回の定期応募の合

計戸数である。

※２ 空き戸数は、令和７年４月１日現在の管理戸数から入居戸数を除いて計算した。一

部、空き戸数が募集戸数を下回る住宅があるが、時点の違いによるものである。

（出所：令和６年度応募倍率・入居率一覧）
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６ 県営住宅の位置

県営住宅の位置図は、【図表２－６－１】のとおりである。

【図表２－６－１】県営住宅位置図（令和７年４月１日現在）

（出所：県営住宅位置図）
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７ 県営住宅の分掌事務

県営住宅に関する事務は、県土整備部住宅政策課が行っている。

県は北勢、中勢伊賀、南勢及び東紀州の４ブロックごとに県営住宅の管理業務に関

する指定管理契約を締結している。

また、県営住宅の管理に当たり、県営住宅管理システムを使用している。

なお、県土整備部住宅政策課の分掌事務は【図表２－７－１】、指定管理業務は【図

表２－７－２】のとおりである。

【図表２－７－１】県土整備部住宅政策課の分掌事務

部署 分掌事務

県土整備部

住宅政策課

一 がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

二 住宅の耐震化等に関すること。

三 住宅情報の収集及び提供に関すること。

四 都市再開発法の施行に関すること（重要な公共施設の整備を伴

わない都市再開発事業に係るものに限る。）。

五 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十

一号）の施行に関すること。

六 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十

六号）の施行に関すること。

七 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第

五十二号）の施行に関すること。

八 農住組合法（昭和五十五年法律第八十六号）の施行に関するこ

と。

九 優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成十年法律第四十

一号）の施行に関すること。

十 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法

律第百四十九号）の施行に関すること。

十一 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に関する

こと（除却の必要性に係る認定に係るもの及び容積率の特例許可に

係るものを除く。）。

十二 住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）の施行に関

すること。

十三 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）の施行に関す

ること。

十四 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に

関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号）の施行に関するこ

と。

十五 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特

別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の施行に関すること。

十六 都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二

十号）の施行に関すること。

十七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平

成九年法律第四十九号）の施行に関すること。
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部署 分掌事務

十八 住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）の施行に関する

こと。

十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第

八十七号）の施行に関すること。

二十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に

関すること（建設業者及び宅地建物取引業者による供託及び保険契

約の締結状況の届出等に係るものを除く。）。

二十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（平成十九年法律第百十二号）の施行に関すること。

二十二 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律

第百二十七号）の施行に関すること。

（出所：三重県行政組織規則）

【図表２－７－２】指定管理業務の内容

業務名 業務内容

１入居管理業務

（１）入居承継承認申請書等の各種届出に係る受理・記入内容の点

検及び県への送達に関すること。

（２）不適正及び不正入居者、無断退去者等の把握及び是正指導等

に関すること。

（３）入居者からの要望、相談、苦情等の対応並びに処理に関する

こと。

（４）指定管理者の責において消防法（昭和 23年法律第 186号）

第 8条に規定する防火管理者を定めるとともに、消防署への届出

や、消防計画書を作成するなど、防火管理上必要な業務に関するこ

と。

（５）入居者に対する防災意識の向上及び必要な情報の伝達に関す

ること。

（６）外国人入居者の対応や入居指導等に関すること。

（７）火災、事故、単身死亡に関する対応に関すること。

（８）その他、入居者の管理業務に関すること。

２入居者募集の

周知・実施及び

入居に係る業務

（１）入居募集の周知・実施、「県営住宅定期募集の団地別一覧」

の提供に関すること。

（２）入居希望者に対する申込みの相談等に関すること。

（３）「県営住宅入居申込みのご案内」、「県営住宅入居者のしお

り」等の入居者（入居希望者）への説明及び配布に関すること。

（４）入居申込書の受付・点検に関すること。

（５）抽選・入居説明会等の運営、入居資格審査、入居者への鍵の

交付等に関すること。

（６）住替え申請等による特定入居に関すること。

（７）県営住宅建替事業による戻り入居、災害等による特定入居に

関すること。

（８）その他（目的外使用等による入居）に関すること。
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業務名 業務内容

３家賃等の管理

業務

（１）家賃・駐車場使用料の調定事務補助、敷金の受入れ事務補

助、これらに関する資料の県への送達に関すること。

（２）家賃・駐車場使用料の納入通知書の発送事務に関すること。

（３）家賃・敷金・駐車場使用料の収納事務補助に関すること。

（４）口座振替制度の啓発及び利用促進並びに生活保護受給世帯へ

の代理納付の利用促進に関すること。

（５）家賃の変更決定事務補助及び県への送達に関すること。

（６）入居者の収入報告の取りまとめ (用紙の発送、記入内容の点

検) 及び県への送達に関すること。

（７）家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書の受理、駐車場使用料減免

(徴収猶予)申請書の受理、添付書類の確認、記入内容の点検及び県

への送達に関すること。

（８）入居者の退去に係る敷金精算事務及び県への送達に関するこ

と。

（９）家賃・敷金・駐車場使用料の過誤納金の返金等における入居

者との調整に関すること。

（10）入居中の滞納者及び連帯保証人への現地督促に対する協力に

関すること。

（11）入居者、退去滞納者及びその連帯保証人等についての情報収

集に関すること。

（12）緊急連絡人に対する協力依頼 (滞納家賃等の納付督促・納付

催告)に関すること。

※緊急連絡人とは、入居者と連絡がとれない場合に、入居者及び関

係者との連絡調整などを行う人のことをいう。

（13）その他、家賃等の管理事務に関すること。

４修繕・保守管

理業務

（１）「施設維持管理計画」の策定に関すること。

（２）入居者募集対策修繕

団地の入居者の退去に伴う畳、ふすまの張替等の発注手続、契約、

監督等の実施に関すること。

（３）住替え修繕

団地の入居者の住替え規程による住替え先の畳、ふすまの張替等の

発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（４）計画修繕

団地の年次計画を策定し、計画的に実施する修繕工事の発注手続、

契約、監督等の実施に関すること。

（５）一般修繕

団地の小破修繕等緊急を要する工事の発注手続、契約、監督等の実

施に関すること。

（６）環境整備

団地の年次計画を策定し、計画的に実施する団地内舗装、自転車置

場の設置等の新設及び増設工事の発注手続、契約、監督等の実施に

関すること。

（７）環境美化等維持改善

団地周辺の共用部分及び敷地部分に関する環境美化等の住環場を維
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業務名 業務内容

持・改善するための工事等の発注手続、契約、監督等の実施に関す

ること。

（８）団地に放置されている一般廃棄物及び産業廃棄物等（家庭用

電化製品、車、その他の廃棄物等）の処理及び処分に関すること。

（９）団地内公園等管理

団地に設置されている公園、児童遊園、遊具等の点検及び維持管理

に係る発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（10）合併浄化槽管理

団地に設置されている汚水合併処理施設の維持管理及び除却等に係

る発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（11）単独浄化槽管理

団地に設置されている汚水単独処理施設の維持管理に係る発注手

続、契約、監督等の実施に関すること。

（12）受水槽等清掃管理

団地に設置されている受水槽及び高架水槽の清掃に係る発注手続、

契約、監督等の実施に関すること。

（13）簡易専用水道施設管理

団地に設置されている簡易専用水道施設受水槽（10トン以上）の検

査に係る発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（14）給水ポンプ保守管理

団地に設置されている給水ポンプの保守管理に係る発注手続、契

約、監督等の実施に関すること。

（15）エレベーター保守管理

団地に設置されているエレベーターの保守管理に係る発注手続、契

約、監督等の実施に関すること。

（16）消防施設等点検管理

団地に設置されている消防施設等の点検に係る発注手続、契約、監

督等の実施に関すること。

（17）水道メーター計測装置交換業務

団地に設置されている水道メーターの計測装置の交換等に係る発注

手続、契約、監督等の実施に関すること。

（18）建物等の点検管理

団地の建築基準法第 12条に定める建物等の点検及び附属建築物の

点検に係る発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（19）計画解体

団地の空き住棟(附属棟及び屋外附帯施設などを含む。)の解体工事

の発注手続、契約、監督等の実施に関すること。

（20）その他、県営住宅及び共同施設並びに用途廃止された県営団

地跡地の維持、管理等の実施に関すること。

５県営住宅管理

人関係業務

（１）県営住宅管理人からの相談等に対する対応に関すること。

（２）県営住宅管理人の選定指導に関すること。

（３）県営住宅管理人に対する業務説明に関すること。

（４）県営住宅管理人一覧表及び届出書の取りまとめ及び県への送

達に関すること。
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業務名 業務内容

（５）その他、県営住宅管理人の業務に関すること。

６県営住宅に設

置されている駐

車場管理業務

（１）整備済駐車場に係る業務に関すること。

（２）新規に整備する駐車場に係る業務に関すること。

（３）迷惑駐車及び放置車両の対策に関すること。

（４）その他の業務に関すること。

７その他の業務

（１）「公営住宅管理システム」のデータ入力に関すること。

（２）鍵の管理に関すること。

（３）県からの指示に基づく各種文書の配付、取りまとめ等に関す

ること。

（４）休日・夜間緊急対応に関すること。

（５）災害発生時における緊急・応急修繕等の実施に関すること。

（６）その他、県が特に必要と認めた業務に関すること。

（出所：三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅管理業務仕様書

（ブロック共通）第６）

８ 県営住宅に関する決算の推移

県営住宅に関する事業費は、公営住宅建設費及び公営住宅管理費の２つであり、そ

れぞれの事業の概要は【図表２－８－１】、事業費の決算額及び財源の推移は【図表２

－８－２】のとおりである。

公営住宅管理費は、約７億円で推移しており、その９割以上が、県営住宅の管理業

務に関する指定管理料である。主な財源は公営住宅使用料等の歳入であり、令和２年

度はこれらの歳入が事業費を上回っていたが、令和３年度以降は主に公営住宅使用料

が減少したことから、歳入が事業費を下回り、一般財源からの持ち出しが発生してい

る。公営住宅使用料が減少した主な理由は、入居者数の減少によるものである。

一方、公営住宅建設費は、約 2.5億円で推移しており、約半額を国からの交付金で賄

っており、残りを県債約１億円と一般財源からの持ち出しで賄われている。

【図表２－８－１】県営住宅に関する事業の概要

事業名称 事業概要（目的）

公営住宅

管理費

住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で県営住宅を提供するととも

に、県営住宅の点検及び修繕を行うなど適切な維持管理を実施する。

また、移住定住を促進するため、県営住宅の空き住戸を活用し、お試

し住宅や定住用住宅を提供する。

公営住宅

建設費

既存県営住宅の施設の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水工事

等を行うとともに、安全、安心および快適な住環境整備のため、住戸

内の改修工事を行う。

また、老朽化した県営住宅の解体工事を行う。

（出所：令和６年度当初予算の各事業概要）
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【図表２－８－２】県営住宅に関する事業費の決算額及び財源の推移

（単位：千円）

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

公営住宅管理費 639,914 652,469 636,809 638,651 737,105

（うち、県営住宅の管理業務

に関する指定管理契約）
602,296 604,472 598,016 592,765 694,065

（財源）

分担金及び負担金 - - - - 881

使用料及び手数料 631,855 621,542 609,514 598,188 596,432

（うち、公営住宅使用料） 605,938 592,333 577,424 564,905 561,527

（うち、土地使用料） 25,917 29,210 32,090 33,283 34,905

繰入金 - - - 529 -

諸収入 14,521 13,645 11,570 10,463 14,185

（うち、修繕退去者本人負

担分収入）
9,139 8,679 7,769 7,686 8,038

県債 - - - 5,000 -

一般財源 ▲6,463 17,281 15,725 24,471 125,606

公営住宅建設費 244,885 235,900 240,756 209,561 242,853

（財源）

国庫支出金 114,909 108,475 120,178 96,317 90,896

県債 98,000 100,000 100,000 91,000 100,000

一般財源 31,976 27,425 20,578 22,244 51,957

（出所：事務事業概要調書）
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９ 住宅別収支

住宅別収支等は、【図表２－９－１】のとおり、収支は全体で 98,448千円のマイナス

となっており、ほとんどの住宅でマイナスとなっているが、一部、収支がプラスとな

っている住宅も見受けられる。減価償却費 615,404 千円を見込み、収支から減価償却費

をマイナスした金額（損益）は、712,287 千円のマイナスとなり、ほぼ全ての住宅がマ

イナスとなっている。

【図表２－９－１】住宅別収支等               （単位：千円）

市町 住宅名
収入計

※２

支出計

※３
収支

減価

償却費

※４

損益

（収支－

減価

償却費）

【北勢ブロック】

桑名市
森忠※１ 23 1,438 ▲1,416 0 ▲1,416

川成 11,844 16,541 ▲4,698 14,065 ▲18,763

川越町 豊田一色 10,062 4,554 5,508 14,145 ▲8,637

菰野町 大羽根※１ 0 687 ▲687 0 ▲687

四日市市

高見ヒルズ 18,326 10,958 7,368 27,030 ▲19,663

あこず 24,956 32,907 ▲7,950 41,765 ▲49,715

高花平※１ 1,055 1,370 ▲315 0 ▲315

笹川 55,996 57,845 ▲1,850 19,377 ▲21,226

笹川第二 17,739 17,435 304 14,876 ▲14,572

泊山※１ 22 601 ▲579 0 ▲579

河原田 11,801 7,829 3,971 17,375 ▲13,403

鈴鹿市

高岡山社の郷 32,207 49,063 ▲16,855 54,026 ▲70,882

十宮※１ 780 1,406 ▲627 0 ▲627

桜島 32,792 42,561 ▲9,769 47,229 ▲56,997

亀山市 鹿島 3,841 2,670 1,172 5,827 ▲4,656

【中勢伊賀ブロック】

津市

千里 28,183 42,625 ▲14,442 4,887 ▲19,329

サンシャイン千里 30,014 30,908 ▲894 52,359 ▲53,253

サンシャイン千里

（特公賃）
1,709 52 1,657 0 1,657

白塚 31,733 29,914 1,819 31,438 ▲29,619

一身田 57,673 56,397 1,276 66,510 ▲65,234

江戸橋※１ 3,082 7,374 ▲4,291 969 ▲5,260

島崎※ 611 1,867 ▲1,256 1,481 ▲2,738

パールハイツ

西丸之内
13,491 6,749 6,742 17,340 ▲10,598

船頭町 12,184 13,574 ▲1,390 13,934 ▲15,324

半田※１ 0 2,019 ▲2,019 0 ▲2,019

神戸 6,395 23,077 ▲16,682 0 ▲16,682
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市町 住宅名
収入計

※２

支出計

※３
収支

減価

償却費

※４

損益

（収支－

減価

償却費）

結城 11,165 18,192 ▲7,027 8 ▲7,035

新町 10,020 8,360 1,660 11,421 ▲9,761

野村※１ 377 285 93 0 93

ミレニ北口 8,223 5,104 3,119 7,848 ▲4,730

伊賀市

荒木※１ 2,092 5,788 ▲3,696 48 ▲3,744

服部 8,732 22,088 ▲13,357 5,087 ▲18,444

清水ヶ谷※１ 0 587 ▲587 0 ▲587

木根※１ 1,219 434 785 1,735 ▲950

依那具※１ 215 1,232 ▲1,017 0 ▲1,017

カーサ上野 27,601 24,065 3,536 29,282 ▲25,746

名張市 蔵持 5,061 10,021 ▲4,960 6,268 ▲11,228

【南勢ブロック】

松阪市

大黒田 5,869 5,181 689 5,057 ▲4,369

五反田 7,926 7,969 ▲43 695 ▲738

粥田 9,700 9,849 ▲149 1,050 ▲1,199

宝塚※１ 379 2,043 ▲1,663 0 ▲1,663

和屋 8,872 10,412 ▲1,540 13,622 ▲15,162

上川※１ 836 2,752 ▲1,917 0 ▲1,917

上川第二 14,467 22,894 ▲8,427 18,873 ▲27,300

エスペラント末広 21,294 13,663 7,631 22,867 ▲15,236

エスペラント末広

（特公賃）
2,053 88 1,965 0 1,965

伊勢市

辻久留 3,760 6,418 ▲2,658 5,829 ▲8,487

清水谷※１ 150 864 ▲714 0 ▲714

旭 4,436 6,441 ▲2,005 5,340 ▲7,345

城田 2,106 2,393 ▲287 0 ▲287

西豊浜 3,255 6,449 ▲3,195 5,676 ▲8,871

五十鈴川 4,388 2,109 2,279 4,802 ▲2,523

鳥羽市
堅神※１ 22 264 ▲243 0 ▲243

安楽島※１ 455 390 65 0 65

【東紀州ブロック】

尾鷲市

垣ノ内※１ 61 759 ▲698 0 ▲698

古江 1,246 5,164 ▲3,918 12 ▲3,930

泉 3,198 3,750 ▲552 2,057 ▲2,610

熊野市

井戸 1,802 10,392 ▲8,590 12 ▲8,602

井土 2,366 5,504 ▲3,138 11 ▲3,149

久生屋 3,620 4,189 ▲568 4,101 ▲4,670

御浜町
オレンジハイツ

御浜
12,133 5,551 6,582 17,505 ▲10,923

【共通】※５ 815 0 0 1,565 0
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市町 住宅名
収入計

※２

支出計

※３
収支

減価

償却費

※４

損益

（収支－

減価

償却費）

計 596,432 694,065 ▲98,448 615,404 ▲712,287

※１ 募集停止住戸

※２ 収入計は、公営住宅使用料等の使用料及び手数料を住宅別に把握したものである。

※３ 支出計は、指定管理料を住宅別に把握したものである。共通する支出は、管理戸数に

基づき按分計算を行った。

※４ 令和５年度減価償却費

※５ 【共通】の収入計には住宅別金額の把握が困難な土地使用料、減価償却費には県営住

宅管理システムの減価償却費を集計した。

（出所：三重県営住宅指定管理業務実績報告書に基づき監査人作成）
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10 固定資産台帳分析

統一的な基準による財務書類に基づき作成した県営住宅のセグメント別簡易貸借対

照表及び簡易行政コスト計算書は【図表２－10－１】及び【図表２－10－２】のとおり

である。

また、【図表２－10－３】のとおり、県営住宅の建物及び工作物の老朽化率は 83.1％

と、同じく高い水準である一般会計等の建物及び工作物の老朽化率 71.3％を上回る水

準である。

【図表２－10－１】簡易貸借対照表              （単位：千円）

科目
金額

割合
一般会計等 県営住宅

【資産の部】

 固定資産

  有形固定資産

   事業用資産

    土地 187,854,965 11,161,136 5.9414%

    立木竹 14,702,563 45,563 0.3099%

    建物 426,662,823 41,428,651 9.7099%

    建物減価償却累計額 ▲295,543,323 ▲34,455,258 11.6583%

    工作物 91,775,216 2,194,149 2.3908%

    工作物減価償却累計額 ▲72,550,138 ▲1,781,882 2.4561%

  インフラ資産

    土地 209,692,749 529 0.0003%

  無形固定資産

   ソフトウェア 4,945,140 6,259 0.1266%

  投資その他の資産

   長期延滞債権 12,172,915 1,392 0.0114%

   徴収不納引当金 ▲1,143,109 ▲6 0.0006%

 流動資産

  未収金 1,446,773 2,043 0.1412%

  徴収不納引当金 ▲57,394 ▲4 0.0072%

【負債の部】

 固定負債

  地方債 138,458,109 1,012,286 0.7311%

 流動負債

  1年内償還予定地方債 101,712,654 96,325 0.0947%

（出所：令和５年度一般会計等貸借対照表、地方債（借入先別）の明細

及び固定資産台帳）
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【図表２－10－２】簡易行政コスト計算書            （単位：千円）

科目
金額

割合
一般会計等 県営住宅

経常費用

 業務費用

  物件費等

   物件費 54,727,505 884,798

※
1.1746%

   維持補修費 20,600,038

   減価償却費 47,742,804 615,404 1.2890%

経常収益

 使用料及び手数料 8,909,590 568,397 6.3796%

※ 公営住宅建設費及び公営住宅管理事務費を記載

（出所：令和５年度一般会計等行政コスト計算書、事務事業概要調書及び固定資産台帳）

【図表２－10－３】老朽化率

指標 一般会計等 県営住宅

建物老朽化率※ 69.3% 83.2%

工作物老朽化率※ 79.1% 81.2%

建物及び工作物老朽化率※ 71.0% 83.1%

※ 老朽化率（有形固定資産減価償却率）は、保有している建物及び工作物等につい

て、取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数

に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを把握することが可能となる

指標である。

（出所：令和５年度一般会計等貸借対照表及び固定資産台帳に基づき監査人作成）
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11 入居者の属性分析

（１）入居者のブロック別割合

入居者のブロック別割合は、【図表２－11－１】のとおり、中勢伊賀の入居者が

46％と約半数を占める。

【図表２－11－１】入居者のブロック別割合

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）
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（２）年代別入居戸数の割合

年代別入居戸数の割合は、【図表２－11－２】のとおり、60 代以上の入居者が

63％を占める。

【図表２－11－２】年代別入居戸数の割合

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）
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（３）国別分類

入居者の国別分類は【図表２－11－３】のとおりである。

【図表２－11－３】国別分類

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）
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（４）生活保護区分割合

生活保護区分割合は、【図表２－11－４】のとおりである。

【図表２－11－４】生活保護区分割合

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）

⼀般世帯
92.7%

⽣活保護
世帯
7.3%



36

（５）裁量区分割合

入居者の裁量区分割合は、【図表２－11－５】のとおり、高齢者裁量は 52％と半

数以上である。

なお、裁量とは、高齢者世帯や子育て世帯に優先的に県営住宅の住戸を提供す

るものである。

【図表２－11－５】裁量区分割合

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）
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12 入退去管理

県では、県営住宅の入退去に関する一連の業務について指定管理者に委託している。

三重県営住宅の申込みから入居の手続は【図表２－12－１】、退去の手続は【図表２

－12－２】のとおりである。

【図表２－12－１】入居の手続

（出所：県営住宅入居者のしおり）

【図表２－12－２】退去の手続

（出所：県営住宅入居のしおり）
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（１）収入の申告

県営住宅の家賃は世帯の収入等の状況によって毎年変わり、同じ住宅であって

も、収入の低い世帯と収入の高い世帯では家賃が異なる。

翌年度の家賃を決定するため、入居者は県営住宅入居者収入申告書（【図表２－

12－３】参照）を毎年７月 31日までに提出する必要がある。

また、収入申告書の他、下記書類の提出が必要である。

全ての入居者について提出が必要な書類

市役所・町村役場等で交付を受ける書類

・世帯全員の住民票の写し（住民票謄本）・・・世帯主、続柄記載

・所得課税証明書・・・全員分

三重県営住宅条例

（収入の申告等）

第十五条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告しなければならない。

２ 知事は、入居者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五条の二第

一項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七

号）にいう知的障害者その他の法第十六条第四項に規定する国土交通省令で定め

る者に該当する者に限る。）が前項に規定する収入の申告をすること及び第三十三

条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるとき

は、同項の規定による書類の閲覧の請求その他の法第十六条第四項に規定する国

土交通省令で定める方法により当該入居者の収入を把握することができる。

３ 知事は、第一項の規定による収入の申告及び前項の規定による収入の把握

に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

４ 入居者は、前項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べるこ

とができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると認

めるときは当該認定を更正するものとする。

一部改正〔平成二九年条例五六号〕
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三重県営住宅条例施行規則

（収入の申告）

第十条 入居者は、条例第十五条第一項の規定により収入の申告をするとき

は、毎年七月三十一日までに、県営住宅入居者収入申告書（第七号様式）を知事

に提出しなければならない。

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則（昭和二十六年建設省

令第十九号）第七条に規定する方法によるものとする。

３ 入居者は、条例第十五条第四項の規定により意見を述べようとするとき

は、県営住宅入居者収入更正申出書（第八号様式）を知事に提出しなければなら

ない。

一部改正〔平成二九年規則六四号〕
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【図表２－12－３】県営住宅入居者収入申告書（第７号様式）

   三重県知事 宛て

住 宅 名   県営住宅   団地   棟    号室

入 居 者

電話番号

県 営 住 宅 入 居 者 収 入 申 告 書

  三重県営住宅条例第15条第１項の規定により、必要書類を添付のうえ申告します。

 １ 入居者及び同居者

区分 続柄 氏   名 生 年 月 日 勤  務  先 年間所得額

01 本人    年 月 日

電話番号

円

02     年 月 日

電話番号

円

03     年 月 日

電話番号

円

04     年 月 日

電話番号

円

05     年 月 日

電話番号

円

06     年 月 日

電話番号

円

 （必要書類）

  １ 世帯全員の住民票の写し

  ２ 入居者及び同居者の市町村長が発行する所得金額及び所得控除の内容を証明する書類（収入のな

い方を含む。ただし、  年４月１日現在18歳未満の方については、所得がある方に限ります。）
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２ 別居扶養親族（別居している扶養親族がある場合に記入してください。）

区分 続柄 氏   名 生 年 月 日 住       所 備   考

別１     年 月 日

電話番号

別２     年 月 日

電話番号

別３     年 月 日

電話番号

別４     年 月 日

電話番号

 （必要書類）

  別居扶養親族があることを証明する書類（源泉徴収票の写し等）

 （注）１ この申告書の提出がない場合（三重県営住宅条例第15条第２項に規定する入居者は除く。）

は、    年度の家賃は近傍同種の住宅の家賃となります。

    ２ 同居者に異動があった場合は、三重県営住宅条例施行規則に定める手続を行わなければなり

ません。

備考欄

（出所：三重県営住宅条例施行規則）
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（２）収入超過者

収入超過者とは、県営住宅に引き続き３年以上入居しており、国の定める規準

以上の収入がある者をいう。収入超過者には住宅の明渡しの努力義務が生じ、明

渡しができない場合は、収入超過者に対する家賃が設定される。

三重県営住宅条例

（収入超過者等に関する認定）

第二十七条 知事は、引き続き三年以上県営住宅に入居している入居者の収入

の額が第六条第一項第五号に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者

を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

２ 知事は、引き続き五年以上県営住宅に入居している入居者の収入の額が最

近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者

を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

３ 入居者は、前二項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べる

ことができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると

認めるときは、当該認定を更正するものとする。

一部改正〔平成一八年条例六三号・二四年三三号〕

（明渡し努力義務）

第二十八条 収入超過者は、県営住宅を明け渡すように努めなければならな

い。

（収入超過者に対する家賃）

第二十九条 第二十七条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者

は、第十四条第一項及び第五項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間（当該

入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる

日から当該明渡しの日までの間）、次項及び第三項に規定する方法により算出した

額を、毎月、家賃として支払わなければならない。

２ 知事は、公営住宅に係る前項に定める家賃を算出しようとするときは、収

入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定す

る方法によらなければならない。

３ 知事は、準公営住宅に係る第一項に定める家賃を算出しようとするとき

は、その住宅を公営住宅とみなして、前項の規定を適用する。

４ 第十六条及び第十八条の規定は、第一項の家賃について準用する。

一部改正〔平成二九年条例二三号〕
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（３）高額所得者

高額所得者は、５年以上引き続き入居しており、最近２年間引き続き国の定め

る規準を超えるの収入がある者をいう。高額所得者は、県の指示により、定めら

れた期間までに住宅を明け渡す必要がある。

三重県営住宅条例

（収入超過者等に関する認定）

第二十七条 知事は、引き続き三年以上県営住宅に入居している入居者の収入

の額が第六条第一項第五号に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者

を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

２ 知事は、引き続き五年以上県営住宅に入居している入居者の収入の額が最

近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者

を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

３ 入居者は、前二項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べる

ことができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると

認めるときは、当該認定を更正するものとする。

（高額所得者に対する明渡し請求）

第三十条 知事は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡し

を請求することができる。

２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を

経過した日以後の日でなければならない。

３ 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速

やかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

４ 知事は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げ

る特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長する

ことができる。

一 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

二 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

三 入居者又は同居者が一年以内に定年で退職する等の理由により、収入が著

しく減少することが予想されるとき。

四 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
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（４）一時不在承認申請

入居者は、県営住宅を１ヶ月以上不在にする場合には、事前に県営住宅一時不

在承認申請書【図表２－12－４】参照）を提出しなければならない。

三重県営住宅条例

（一時不在の承認）

第二十三条 入居者は、県営住宅を引き続き一月以上使用しないときは、あら

かじめ、知事の承認を受けなければならない。

三重県営住宅条例施行規則

（一時不在の承認申請）

第十二条 入居者は、条例第二十三条の規定により一時不在の承認を受けよう

とするときは、県営住宅一時不在承認申請書（第十号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。
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【図表２－12－４】県営住宅一時不在承認申請書（第 10条様式）

（出所：三重県営住宅条例施行規則）

県営住宅一時不在承認申請書

年  月  日

   三重県知事 宛て

県営住宅   団地  棟  号室

入 居 者

電話番号

      年  月  日から  年  月  日までの間、下記の理由により県営住

宅を一時使用しないので承認の申請をします。

記

１ 不在にする理由

 (１) 病気      (３) その他（具体的に記入してください。）

 (２) 短期出張      （                     ）

２ 不在中の連絡先

住 所  電話番号

勤務先等

３ 不在中の住宅管理者（私の不在中は私に代わって住宅を管理します。）

住 所  電話番号

氏 名
入居者と

の 続 柄

備考 理由を証する書類（医師の診断書、辞令等）を添付すること。
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13 債権管理

公営住宅使用料の未収金額の推移は【図表２－13－１】のとおり、令和６年度の未収

金額合計は 3,435千円と、令和２年度と比較して減少傾向にある。

また、未収金額収納率の推移は、【図表２－13－２】のとおり、令和６年度の現年度

分の収納率 99.6％に対し、過年度分の収納率は 35.3％と低い傾向にある。

【図表２－13－１】公営住宅使用料未収金額の推移        （単位：千円）

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

現年度分

調定額 607,752 594,369 578,744 566,235 563,570

収納額 605,919 592,333 577,424 564,905 561,527

不納欠損額 - - - - -

未収金額 1,833 2,036 1,320 1,330 2,043

過年度分

調定額 4,928 5,158 5,159 4,174 4,827

収納額 1,604 1,896 1,856 677 1,706

不納欠損額 - 139 449 - 1,730

未収金額 3,324 3,122 2,854 3,497 1,392

未収金額合計 5,158 5,159 4,174 4,827 3,435

（出所：未収金に係る債権管理の取組状況表（個票①）に基づき監査人作成）

【図表２－13－２】公営住宅使用料の未収金額収納率の推移

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

現年度分 99.7% 99.7% 99.8% 99.8% 99.6%

過年度分 32.5% 36.8% 36.0% 16.2% 35.3%

（出所：未収金に係る債権管理の取組状況表（個票①）に基づき監査人作成）

14 県営住宅管理システム

県では、県営住宅の管理に係る多種多様な事務をシステム化することで業務の効率

化・合理化を図っている。
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15 現地視察

【図表２－13－１】のとおり、現地視察を実施した。

【図表２－13－１】現地視察

No. 市町 住宅名 現地視察日

1 菰野町 大羽根 2025/7/21㈪

2
津市

一身田
2025/8/21㈭

3 島崎

4 伊賀市 カーサ上野 2025/9/17㈬

5 御浜町 オレンジハイツ御浜 2025/8/7㈭

6 公開抽選会 2025/8/8㈮
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（１）大羽根住宅

大羽根住宅は、昭和 46年度に建設され、令和４年９月 30日に最終退去が完了し、

令和５年度に解体設計を実施、令和８年度以降、予算の状況を踏まえて除却予定

である。近隣に、菰野町営の大羽根住宅がある。

【図表２－13－２】大羽根住宅の概要

大羽根団地
三重郡菰野町大羽根園新林町

4227-72

敷地面積

798.70
集会所 無 0.00

自転

車置

場

無

0.00

敷地所有

三重県

別棟

物置
無 0.00

その

他
0.00

汚水処理状況 下水道

住

棟

構造

種別

構

造

階

数

戸

数

建設

年度

建築

面積

延べ

面積

昇降

機数

住戸

タイ

プ

残り

耐用

年限

耐用

年限

超

耐用

年限

1/2

超

整備方針

１ T1 簡二 PC 2 5 S46 106.87 214.00  2DK -9 〇

用途廃止

（入居者な

し）

２ T2 簡二 PC 2 5 S46 106.87 214.00  2DK -9 〇

用途廃止

（入居者な

し）

計 10  213.74 428.00    2 0

（出所：県営住宅住棟データ一覧）

【図表２－13－３】大羽根住宅外観写真

（出所：監査人撮影）



49

（２）一身田住宅

一身田住宅は、昭和 37年度から平成元年までにかけて 20棟建設された。建物の

老朽化が進んでおり、特に鉄製配管について、空室が続く上階の配管の錆の影響

で１、２階の配管が詰まったり、汚水が出るなどの問題が生じている。

【図表２－13－５】一身田住宅の概要

一身田団地 津市一身田町 157-2

敷地面積

32,107.43

集会

所
有 140.25

自

転

車

置

場

有 179.88

敷地所有

三重県

別棟

物置
有 1,033.23

そ

の

他

 86.13

汚水処理状況 下水道

住

棟

構

造

種

別

構

造

階

数

戸

数

建

設

年

度

建築

面積

延べ

面積

昇

降

機

数

住

戸

タ

イ

プ

残り

耐用

年限

耐

用

年

限

超

耐用

年限

1/2超

整備方針

１ P5
中

耐
PC 4 24 S63 413.25 1,614.48  3DK 33  〇 個別改善

2 P6
中

耐
PC 4 16 S62 276.90 1,082.56  3DK 32  〇 個別改善

3 P7
中

耐
PC 4 24 S61 413.25 1,614.48  3DK 31  〇 個別改善

4 P8
中

耐
PC 4 16 S62 276.90 1,082.57  3DK 32  〇 個別改善

5 P9
中

耐
PC 4 16 S61 276.90 1,082.56  3DK 31  〇 個別改善

6 P10
中

耐
PC 4 16 S63 276.90 1,082.56  3DK 33  〇 個別改善

7 P11
中

耐
PC 4 16 H01 276.90 1,082.56  3DK 34  〇 個別改善

8 P12
中

耐
PC 4 16 H01 276.90 1,082.56  3DK 34  〇 個別改善

9 P13
中

耐
PC 4 16 S60 276.90 1,082.56  3DK 30  〇 個別改善

10 P14
中

耐
PC 4 16 S59 276.90 1,082.56  3DK 29  〇 個別改善

11 P15
中

耐
PC 4 16 S59 276.90 1,082.56  3DK 29  〇 個別改善

12 P16
中

耐
PC 4 16 S59 276.90 1,082.56  3DK 29  〇 個別改善

13 P17
中

耐
PC 4 24 S60 413.25 1,082.56  3DK 30  〇 個別改善

14 P18
中

耐
PC 4 24 S60 413.25 1,082.56  3DK 30  〇 個別改善

15 P19
中

耐
PC 4 24 S61 413.25 1,082.56  3DK 31  〇 個別改善

16 P20
中

耐
PC 4 24 S61 413.25 1,082.56  3DK 31  〇 個別改善

17 R1
中

耐
RC 3 18 S36  714.21  3K 6  〇 用途廃止

18 R2
中

耐
RC 3 18 S37  770.76  3K 7  〇 用途廃止

19 R3
中

耐
RC 4 24 S38  1,095.63  3K 8  〇 用途廃止

20 R4
中

耐
RC 4 24 S39  1,095.63  3K 9  〇 用途廃止

計 388  5,248.50 24,188.72    0 20

（出所：県営住宅住棟データ一覧）
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【図表２－13－６】一身田住宅外観写真

（出所：監査人撮影）
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（３）島崎住宅

島崎住宅は、昭和 29 年度に建設された。現地視察日時点で６世帯が入居中であ

るが、新規募集は行っておらず、令和８年度策定予定の三重県公営住宅等長寿命

化計画にて方針を策定予定である。

津駅から徒歩 12 分の距離にあり、近隣には、スーパーマーケットや家電量販店

がある。現地視察日時点において、民間企業が近隣の桜橋町に 14 階建 127 戸のマ

ンションを建設中であった。

【図表２－13－７】島崎住宅の概要

島崎団地 津市島崎町 308

敷地面積

3,327.83
集会所 無 0.00

自転

車置

場

無

0.00

敷地所有

三重県

別棟

物置
無 0.00

その

他
0.00

汚水処理状況 単独浄化槽

住

棟

構造

種別

構

造

階

数

戸

数

建設

年度

建

築

面

積

延べ

面積

昇降

機数

住戸

タイ

プ

残り

耐用

年限

耐用

年限

超

耐用

年限

1/2

超

整備方針

１ R1 中耐 RC 4 24 S29 0.00 993.55  2K -1 〇  用途廃止

計 24  0.00 993.55    1 0

（出所：県営住宅住棟データ一覧）

【図表２－13－８】島崎住宅外観写真

（出所：監査人撮影）
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（４）カーサ上野

カーサ上野は、平成８年度から平成 14 年度までに建設され、比較的新しく、入

居率は 88.8％と平均を上回っている。

【図表２－13－９】カーサ上野の概要

カーサ上野 伊賀市ゆめが丘 2丁目 2-2

敷地面積

10,100.00

集会

所
有 76.36

自

転

車

置

場

有 46.20

敷地所有

三重県

別棟

物置
無 0.00

そ

の

他

 25.16

汚水処理状況 下水道

住

棟

構

造

種

別

構

造

階

数

戸

数

建

設

年

度

建築

面積

延べ

面積

昇

降

機

数

住戸タ

イプ

残り

耐用

年限

耐

用

年

限

超

耐用

年限

1/2

超

整備方針

１ R1
中

耐
WRC 3 12 H08 106.87 214.00

2LDK、

3LDK
41  維持保全

2 R2
中

耐
WRC 3 12 H08

2LDK、

3LDK
41  維持保全

3 R3
中

耐
WRC 3 12 H11

2DK、

2-3LDK
44  維持保全

4 R4
中

耐
RC 4 24 H14   1

2-

3DK、

2LDK

47  個別改善

5 R5
中

耐
RC 4 20 H14 106.87 214.00 1

2-

3DK、

2LDK

47  個別改善

計 80  213.74 428.00    0 0

（出所：県営住宅住棟データ一覧）

【図表２－13－10】カーサ上野外観写真

（出所：監査人撮影）
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（５）オレンジハイツ御浜

オレンジハイツ御浜は、平成６年度に建設された。東紀州ブロックの南牟婁郡

御浜町にある住宅であり、近隣の民間賃貸住宅の供給が少なく、入居率 100％であ

る。

【図表２－13－11】オレンジハイツ御浜の概要

オレンジハイツ御浜 南牟婁郡御浜町下木 4694

敷地面

積

3,422.54

集会

所
無 0.00

自

転

車

置

場

有 41.00

敷地所

有

三重県

別棟

物置
無 0.00

そ

の

他

 14.00

汚水処理状況

合併浄化槽（150人槽）

住

棟

構

造

種

別

構

造

階

数

戸

数

建

設

年

度

建築

面積

延べ

面積

昇

降

機

数

住

戸

タ

イ

プ

残り

耐用

年限

耐

用

年

限

超

耐

用

年

限

1/2

超

整備方針

１ R1
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 39   個別改善

2 R2
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 39   個別改善

3 R3
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 39   個別改善

4 R4
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 39   個別改善

5 R5
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 41   個別改善

6 R6
中

耐
WRC 3 6 H06 174.72 490.29  3DK 41   個別改善

計 36  1,048.32 2,941.74    0 0

（出所：県営住宅住棟データ一覧）
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【図表２－13－12】オレンジハイツ御浜外観写真

（出所：監査人撮影）
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（６）公開抽選会

県営住宅の入居募集は、【図表２－12－13】のとおり年４回の定期募集と随時募

集があり、随時募集は先着順となるが、定期募集は公開抽選会を実施し、くじ引

きによる抽選を行っている。

抽選会場への参加は必須ではないが、一定数の参加者が見受けられた。

【図表２－13－13】定期募集日程

（出所：三重県ＨＰ）

三重県住宅条例

（入居者の決定等）

第九条 知事は、前条第一項の規定により入居の申込みをした者の数が入居さ

せるべき県営住宅の戸数を超える場合においては、令第七条各号に掲げる者のう

ち、住宅困窮の度合が高いものから入居者を決定する。

２ 知事は、前項の場合において、住宅困窮の度合の順位を定め難いときは、

公開抽選により入居者を決定する。この場合における公開抽選は、過去の公開抽

選の結果その他の事情を考慮して規則で定める方法により行うものとする。

３ 知事は、令第七条各号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する

者で速やかに県営住宅に入居することを必要としているものについては、前二項

の規定にかかわらず、知事が割当をした県営住宅に優先的に選考して入居の決定

をすることができる。

一 二十歳未満の子を扶養している配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）のない者又は老人で知事が定める要件を備え

ている者

二 引揚者、炭坑離職者、障害者、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律（平成十三年法律第六十三号）第二条に規定するハンセン

病療養所入所者等若しくは公害により健康に被害を受けている者で知事が定める

要件を備えているもの又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にこれら

の者がいる者

三 現に同居し、又は同居しようとする子（十八歳に達する日以後の最初の三
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月三十一日までの間にある者で、扶養親族である子に限る。）を有する者

四 犯罪被害者等基本法（平成十六年法律第百六十一号）第二条第二項に規定

する犯罪被害者等

五 知事が定める基準の収入を有する低額所得者

４ 知事は、前三項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者

のほかに、補欠として入居の順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定め

ることができる。

５ 知事は、入居決定者が県営住宅への入居を辞退し、又は入居を取り消され

たときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものと

する。

６ 第四項の入居補欠者としての資格の有効期限は、前条第三項の規定により

当該県営住宅の入居決定者に対して知事が入居を指定する日（以下「入居指定

日」という。）から一月とする。

一部改正〔平成一四年条例五九号・二五年七五号・二六年八九号・二八年二四

号・三一年三五号〕

三重県営住宅条例施行規則

（抽選及び入居資格審査）

第四条の二 条例第九条第二項の公開抽選は、県営住宅入居申込書を提出した

者を対象にくじ引による方法で行い、これにより当選した者を仮当選者とする。

２ 前項のくじ引において、過去三回以上連続して落選している者が含まれる

場合にあっては、知事が別に定める当該落選している者に係るくじ引の当選率を

引き上げて実施するものとする。

３ 仮当選者は、次に掲げる書類を提出して入居資格審査を受け、これにより

適格と認められた者を入居者と決定する。

一 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票の写し

二 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証

明する書面

三 入居を希望する者及び同居を希望する者で十八歳以上のもの全員の納税を

証明する書面であって、知事及び市町村長の発行するもの

四 その他知事が必要と認める書類

追加〔平成一四年規則五号〕、一部改正〔平成一四年規則七二号・一六年一四

号〕
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第３ 監査の結果と意見（総括）

１ 県営住宅に関する決算の推移に関する主な課題と対応策

「第２ 包括外部監査対象の概要 ８ 県営住宅に関する決算の推移」に記載のと

おり、公営住宅管理費は約７億円で推移しており、その９割以上が県営住宅の管理業

務に関する指定管理料である。主な財源は公営住宅使用料等の歳入であり、令和２年

度はこれらの歳入が事業費を上回っていたが、令和３年度以降は主に公営住宅使用料

の減少により、歳入が事業費を下回り、一般財源からの持ち出しが発生している。な

お、使用料の減少は入居者数の減少によるものである。

一方、公営住宅建設費は約 2.5億円で推移しており、約半分を国からの交付金で賄い、

残りは県債約１億円と一般財源からの持ち出しで対応している。

限られた予算の中で事業を継続するためには、財務状況の改善が必要である。家賃

は公営住宅法施行令第２条に規定する方法により算出した額となり、金額を上げる余

地がないため、（１）入居戸数の増加による公営住宅使用料の増加、（２）コスト削減、

の両面から取り組む必要がある。また、指定管理料が管理費の９割以上を占めている

ことから、住宅政策課による（３）指定管理者制度の適切な活用も重要である。

【図表３－１－１】県営住宅に関する事業の概要   （【図表２－８－１】再掲）

事業名称 事業概要（目的）

公営住宅

管理費

住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で県営住宅を提供するととも

に、県営住宅の点検及び修繕を行うなど適切な維持管理を実施する。

また、移住定住を促進するため、県営住宅の空き住戸を活用し、お試

し住宅や定住用住宅を提供する。

公営住宅

建設費

既存県営住宅の施設の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水工事

等を行うとともに、安全、安心および快適な住環境整備のため、住戸

内の改修工事を行う。

また、老朽化した県営住宅の解体工事を行う。

（出典：令和６年度当初予算の各事業概要）
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【図表３－１－２】県営住宅に関する事業費の決算額及び財源の推移

（【図表２－８－２】再掲）

（単位：千円）

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

公営住宅管理費 639,914 652,469 636,809 638,651 737,105

（うち、県営住宅の管理業務

に関する指定管理契約）
602,296 604,472 598,016 592,765 694,065

（財源）

分担金及び負担金 - - - - 881

使用料及び手数料 631,855 621,542 609,514 598,188 596,432

（うち、公営住宅使用料） 605,938 592,333 577,424 564,905 561,527

（うち、土地使用料） 25,917 29,210 32,090 33,283 34,905

繰入金 - - - 529 -

諸収入 14,521 13,645 11,570 10,463 14,185

（うち、修繕退去者本人負

担分収入）
9,139 8,679 7,769 7,686 8,038

県債 - - - 5,000 -

一般財源 ▲6,463 17,281 15,725 24,471 125,606

公営住宅建設費 244,885 235,900 240,756 209,561 242,853

（財源）

国庫支出金 114,909 108,475 120,178 96,317 90,896

県債 98,000 100,000 100,000 91,000 100,000

一般財源 31,976 27,425 20,578 22,244 51,957

（出所：事務事業概要調書）
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（１）公営住宅使用料の増加

【図表３－１－３】の住宅では、募集戸数を上回る申し込みが確認されている

一方、募集に出されていない住戸が残存している状況である。これらの未募集住

戸を新たに募集することで、入居戸数の増加につながると考えられる。

令和６年度においては、入居者募集対策修繕費として１戸当たり平均 1,162 千円

が必要であり、限られた予算の中では十分な募集戸数の確保ができていない状況

である。

入居者募集対策修繕費が高額となっている主な要因は、退去者に県営住宅退去

検査基準に基づき、畳や襖の修繕費用を入居年数に応じて請求しているものの、

住宅の老朽化により、特に水回りの配管設備の更新が必要となっているためであ

る。

入居者募集対策修繕費の財源確保のため、指定管理者は未請求となっている退

去修繕費用（令和６年度実績：4,475 千円）について、確実に退去者へ請求するべ

きである（「５（２）【指摘】」参照）。

また、住宅政策課は、入居者募集対策修繕費予算の確保及び限られた予算内で

の効果的な活用を図ることが望まれる（「４（10）【意見】」及び「２（１）【意見】」

参照）。

【図表３－１－３】県営住宅団地別応募倍率         （単位：戸）

（【図表２－５－３】から抜粋）

市町 住宅名 空き戸数 募集戸数 申込者数 応募倍率

【北勢ブロック】

四日市市
あこず 89 14 17 1.21

笹川 115 20 38 1.90

鈴鹿市
高岡山社の郷 44 15 35 2.33

桜島 85 16 75 4.69

【中勢伊賀ブロック】

津市

千里 227 6 9 1.50

白塚 79 5 13 2.60

一身田 123 11 44 4.00

船頭町 10 2 4 2.00

結城 40 6 13 2.17

【南勢ブロック】

松阪市
大黒田 19 1 3 3.00

粥田 29 1 2 2.00

（出所：令和 6年度応募倍率・入居率一覧）
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（２）コストの削減

ア 管理戸数の削減

県営住宅の建物及び工作物の老朽化率は 83.1％と、同じく高い水準である一般

会計等の建物及び工作物の老朽化率 71.3％を上回る水準であり、今後、多額の更

新費用が発生する可能性があることから、「三重県住生活基本計画」においても、

今後の県営住宅のあり方を検討するとされている。

そこで、市町単位での住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムの活用が望

まれる（「１（１）【意見】」参照）。

なお、あり方の検討に当たり、【図表３－１－４】のとおり、住宅収支が赤字、

かつ、入居率が比較的低い水準である、千里住宅、あこず住宅、桜島住宅、上川

第二住宅について、優先して市町営住宅と調整の上、統廃合を検討することが考

えられる。

なお、すでに募集を停止した県営住宅は、早期に処分計画を策定し、整理を進

めることが望まれる（「１（２）【意見】」参照）。

【図表３－１－４】住宅収支及び入居率          （単位：千円）

市町 住宅名 収支 入居率

【北勢ブロック】

桑名市 川成 ▲4,698 66.1%

川越町 豊田一色 5,508 94.1%

四日市市

高見ヒルズ 7,368 78.6%

あこず ▲7,950 46.4%

笹川 ▲1,850 68.1%

笹川第二 304 70.5%

河原田 3,971 62.5%

鈴鹿市
高岡山社の郷 ▲16,855 66.9%

桜島 ▲9,769 56.9%

亀山市 鹿島 1,172 93.8%

【中勢伊賀ブロック】

津市

千里 ▲14,442 39.0%

サンシャイン千里 ▲894 80.6%

サンシャイン千里（特公賃） 1,657 100.0%

白塚 1,819 59.5%

一身田 1,276 58.2%
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市町 住宅名 収支 入居率

パールハイツ西丸之内 6,742 94.1%

船頭町 ▲1,390 83.3%

神戸 ▲16,682 64.8%

結城 ▲7,027 66.7%

新町 1,660 83.3%

ミレニ北口 3,119 87.5%

伊賀市
服部 ▲13,357 79.6%

カーサ上野 3,536 88.8%

名張市 蔵持 ▲4,960 86.4%

【南勢ブロック】

松阪市

大黒田 689 60.4%

五反田 ▲43 85.0%

粥田 ▲149 67.0%

和屋 ▲1,540 67.9%

上川第二 ▲8,427 58.0%

エスペラント末広 7,631 80.9%

エスペラント末広（特公賃） 1,965 100.0%

伊勢市

辻久留 ▲2,658 70.0%

旭 ▲2,005 84.2%

城田 ▲287 66.7%

西豊浜 ▲3,195 59.1%

五十鈴川 2,279 58.3%

【東紀州ブロック】

尾鷲市
古江 ▲3,918 71.4%

泉 ▲552 87.5%

熊野市

井戸 ▲8,590 93.8%

井土 ▲3,138 87.5%

久生屋 ▲568 100.0%

御浜町 オレンジハイツ御浜 6,582 100.0%

（出所：三重県営住宅指定管理業務実績報告書に基づき監査人作成）
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イ 業務の効率化

入居率の低い住宅のうち、住宅棟数が多い住宅については、入居棟の集約によ

る管理コストの効率化を検証することが望まれる（「１（３）【意見】」参照）。

また、入居の申込時に提出する「県営住宅入居申込書」、年１回の収入申告時に

提出する「県営住宅入居者収入申告書」、退去時に提出する「県営住宅返還届出書」

等、全て紙ベースで運用されており、効率化の観点から収入申告に当たり、マイ

ナンバーの活用を検討することが望ましい（「２（３）【意見】」参照）。

（３）指定管理者制度

公営住宅における民間活用については、【図表３－１－５】のとおり、整備から

管理段階まで、様々な方法が考えられる。このうち、ＰＦＩ事業については、三

重県総務部管財課が所管する尾鷲・熊野地区の職員公舎において、ＰＦＩを活用

して建替えを行い、平成 25 年４月から入居を開始しているという事例がある。こ

れらの事例も参考にしながら、現行の指定管理者制度の適切性について、継続的

な検討を行うことが望ましい（「４（７）【意見】」参照）。

また、指定管理者制度においては、管理戸数の規模や事業者の参入可能性を十

分に考慮した上で、競争性確保のための区分けを検討することが望ましい（「４

（４）【意見】」参照）。

さらに、設置者としての県の監督責任を果たすことが重要であるため、適切な

成果目標を設定した上で（「４（９）【指摘】」参照）、期限どおりに報告を受け

（「４（11）【指摘】」参照）、実地調査を行うべきである（「４（３）【指摘】」参照）。
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【図表３－１－５】公営賃貸住宅等のＰＰＰ/ＰＦＩ（抜粋）

（出所：国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001584605.pdf）
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２ 入居者の属性分析に関する主な課題と対応策

入居者の裁量区分割合は、【図表３－２－１】のとおり、高齢者裁量が 52％、子育て

裁量が 11.6％、障害者裁量が 7.6％となっている。裁量とは、高齢者世帯や子育て世帯

等に対して、県営住宅の住戸を優先的に提供する仕組みである。

多くの高齢者世帯、子育て世帯、障害者世帯が入居している状況であり、入居者の

安全性の確保が重要であると考える。入居者の安全性確保のため、遊具の安全性の確

保（「５（１）【指摘】」参照）及び火災報知器の網羅的な設置（「１（７）【指摘】」参

照）を確実に実施するべきである。また、自治会等に対し防犯カメラ設置についての

理解を促し、県費での設置を検討することが望まれる（「１（６）【意見】」参照）。

【図表３－２－１】裁量区分割合         （【図表２－11－５】再掲）

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）

裁量なし
28.8%

障害者裁量
7.6%⾼齢者裁量

52.0%

⼦育て裁量
11.6%
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３ 適切な入退去管理に関する主な課題と対応策

「県営住宅は、県と国が協力して、低所得者で住宅に困っている方に低家賃で住宅

を供給することを目的に建てられたもので、県民全体の大切な財産（県営住宅入居者

のしおり）」である。そのため、三重県営住宅条例、三重県営住宅条例施行規則及び各

事務取扱規準等に基づき、適切な入退去管理を実施することが必要である。

そこで、高額所得者に対する明渡し期限の延長については、条例に基づき統一的な

対応を行うことが望まれる（「２（４）【意見】」参照）。また、一時不在期間が長期に

わたる場合には、速やかに明渡請求を行うことが望まれる（「２（５）【意見】」参照）。

４ 県営住宅管理システム等個人情報の管理に関する主な課題と対応策

県営住宅では、入居者の氏名、住所、連絡先、家族構成及び収入状況等、様々な個

人情報を取り扱っている。これらの情報は、入居者の選定や賃貸契約、各種支援の実

施に当たり必要不可欠な情報である。一方で、これらの個人情報が漏洩した場合、入

居者のプライバシーが侵害されるだけでなく、県の社会的信用の低下など、様々なリ

スクが生じる。

そのため、県営住宅における個人情報の管理は極めて重要であり、情報の収集、利

用、保管、廃棄の各段階で適切な運用を徹底する必要がある。具体的には、県営住宅

管理システムのログイン時に安全性の高いパスワードを設定すべきである（「６（１）

【指摘】」参照）また、退職者及び異動者のＩＤを確実に無効化する必要がある（「６

（２）【指摘】」参照）。

さらに、指定管理者における個人情報の管理状況についても、県が把握し適切に監

督するべきである（「４（２）【指摘】」参照）。
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５ 指摘意見一覧

包括外部監査の結果、【図表３－５－１】のとおり、【指摘】14件、【意見】22 件を識

別した。

【図表３－５－１】指摘・意見一覧

指摘・意見 区分 頁

１ 資産管理

（１）有用な長寿命化計画作成の観点から、市町単位での住宅

確保要配慮者世帯数推計支援プログラムの活用が望まれる
【意見】 68

（２）経済性の観点から、募集を停止した県営住宅は、早期に

処分計画を策定し、整理を進めることが望まれる
【意見】 70

（３）経済性の観点から、入居棟の集約による管理コストの効

率化を検証することが望まれる
【意見】 73

（４）固定資産台帳の網羅性の観点から、固定資産台帳システ

ム更新時には更新データの網羅性を確認すべきである
【指摘】 76

（５）固定資産台帳の正確性の観点から、資産計上の要否につ

いて確認体制を構築すべきである
【指摘】 77

（６）安全性の観点から、防犯カメラに関する自治会等への情

報共有及び県費での設置を検討することが望まれる
【意見】 79

（７）安全性の観点から、火災報知器が未設置の住戸には速や

かに設置すべきである
【指摘】 80

２ 入退去管理

（１）入居率向上のため、より効果的に予算を活用することが

望まれる
【意見】 81

（２）県営住宅管理システムの不明コードについて、正確な情

報への更新が望まれる
【意見】 85

（３）効率化の観点から、収入申告に当たりマイナンバーの活

用を検討することが望ましい
【意見】 86

（４）公平性の観点から、高額所得者の明渡しの期限延長の判

断は、条例に基づき統一的な対応を行うことが望まれる
【意見】 86

（５）三重県営住宅条例第 23条に基づき、一時不在期間が長

期間にわたる場合は速やかに明渡し請求を行うことが望まれる
【意見】 87

（６）入居者サービスの観点から、県営住宅入居者のしおりは

実際の状況に合わせて適時に更新すべきである
【指摘】 90

（７）県営住宅入居決定・住替決定・敷金受入決定時等のチェ

ック証跡を残すことが望まれる
【意見】 91

３ 債権管理

（１）入居者の利便性向上の観点から、多様な徴収方法を検討

することが望まれる
【意見】 91

４ 指定管理者のモニタリング

（１）退去に伴う敷金返還の要否について確認体制を構築すべ

きである（中勢伊賀・南勢・東紀州ブロック）
【指摘】 92
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指摘・意見 区分 頁

（２）指定管理者における個人情報の管理状況を把握すべきで

ある
【指摘】 93

（３）指定管理者制度に関する取扱要綱第 24条に基づき実施

調査を行うべきである
【指摘】 94

（４）管理戸数の規模や事業者の参入可能性を十分に考慮した

上で、競争性確保のための区分けを検討することが望ましい
【意見】 95

（５）指定管理者の評価の適切性の観点から、入居者アンケー

トの回収率のさらなる向上が望まれる
【意見】 97

（６）指定管理者の評価の適切性の観点から、モニタリングチ

ェックリストに成果目標に対する進捗状況等の項目を追加する

ことが望まれる

【意見】 103

（７）効率性及び有効性の観点から、県営住宅の管理方式を検

討することが望まれる
【意見】 107

（８）年度協定書第３条に基づき管理経費の相互流用の協議を

適時に行うことが望まれる
【意見】 108

（９）基本協定書に基づき年度協定書において入居率向上に関

する成果目標を設定すべきである
【指摘】 112

（10）入居率の向上の観点から、入居募集対策修繕費の確保に

よる募集住戸数の増加を図ることが望まれる
【意見】 113

（11）基本協定書第 30条に基づき指定管理業務評価・報告書

の提出期限どおりに提出又は提出期限を見直すべきである
【指摘】 114

（12）１時間以内の迅速かつ誠実な対応として県が想定する具

体的な対応を指定管理者に共有することが望まれる
【意見】 115

５ 指定管理者

（１）遊具点検結果に基づき必要な対策を講じるべきである

（北勢ブロック）
【指摘】 116

（２）退去修繕費用は県営住宅退去検査基準に基づき退去者へ

請求すべきである（中勢伊賀・南勢・東紀州ブロック）
【指摘】 117

（３）入居者からの要望に対する対応状況を記録すべきである

（北勢ブロック）
【指摘】 123

（４）巡回時実施事項の記録を残すことが望まれる（中勢伊

賀・南勢・東紀州ブロック）
【意見】 124

（５）アンケートの自由記載欄には共通する意見や不満のみ記

入することとし、個別の意見や不満については別途連絡するよ

う求めることが望ましい（北勢ブロック）

【意見】 124

（６）入居資格審査に必要な書類の案内に同性パートナーの入

居に関する記載を検討することが望まれる（共通）
【意見】 125

６ 県営住宅管理システム

（１）県営住宅管理システムログイン時の安全性の高いパスワ

ードを設定すべきである
【指摘】 126

（２）県営住宅管理システムの退職者ＩＤ及び異動者ＩＤは無

効化する必要がある
【指摘】 126

（３）県営住宅管理システムの受入テストの記録等を作成の

上、承認を受ける体制を構築することが望まれる
【意見】 126
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第４ 監査の結果と意見（個別）

１ 資産管理

（１）有用な長寿命化計画作成の観点から、市町単位での住宅確保要配慮者世帯

数推計支援プログラムの活用が望まれる【意見】

県営住宅において、住棟ごとに、建替え、改善及び修繕等の活用手法を定め、

効率的に事業を実施するため、長寿命化計画において、公営住宅等の需要の見通

しを検討している。

公営住宅等の需要の見通しの検討に当たっては、まずは、将来の時点における

世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象の世帯を推計し、そのうち自力では

最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（著しい困窮年

収未満の世帯）を推計している。

（出所：三重県公営住宅等長寿命化計画）

現状、平成 28 年に国土交通省国土技術政策総合研究所により開発された「住宅

確保要配慮者の世帯数の推計プログラム」を活用し、著しい困窮年収未満の世帯

の推計をしているが、県全体の需要予想であり、市町単位での推計がなされてい

ない。

（出所：三重県公営住宅等長寿命化計画）
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年収 300 万円未満の世帯数及び割合は、【図表４－１－１】のとおりである。年

収 300 万円未満の世帯の割合は、三重県全体では 32.5%であるが、地域別では北勢

地域 26.6%に対して東紀州地域は 51.2%と２倍近い開きがあることが判明した。

【図表４－１－１】地域別年収 300万円未満の世帯数及び割合

普通世帯数

（世帯）

年収 300万円

未満の世帯数

（世帯）

年収 300万円

未満の世帯数

の割合

三重県 727,300 236,200 32.5%

北勢地域 337,460 89,680 26.6%

中南勢地域 186,800 65,150 34.9%

伊勢志摩地域 82,420 33,140 40.2%

伊賀地域 66,420 23,300 35.1%

東紀州地域 14,840 7,600 51.2%

（出所：令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

に基づき監査人作成）

上記の表のとおり、地域により所得差がある実情を踏まえ、著しい困窮年収未

満の世帯を推計するに際しては、県全体でなく、例えば市町単位で需要を予想す

ることが、必要としている人にセーフティネット機能として公営住宅を確保する

ために重要であると考える。

例えば、島根県では、市町村と連携し、地域別の需要に応じた公営住宅の整備

を図るため、市町村単位で要支援世帯数を推計し、必要戸数を算出している。



70

（出所：島根県営住宅長寿命化計画）

公営住宅を必要としている人に供給できるよう、市町単位で著しい困窮年収未

満の世帯を推計し、市町との連携のもと地域の公営住宅のストック状況や市町の

公営住宅等を計画に反映することが望ましい。

（２）経済性の観点から、募集を停止した県営住宅は、早期に処分計画を策定

し、整理を進めることが望まれる【意見】

令和６年度までに募集を停止した県営住宅は、【図表４－１－２】のとおり、19

団地であり、うち４団地は、令和７年４月１日現在、入居者はいない状況である。

入居者がいない４団地のうち、処分予定が決まっているのは、３件であり、残

りの１件の処分予定は未定である。

募集を停止した県営住宅における令和６年度の人件費、一般管理費、事務費等

の間接費を除く一般修繕費、環境修繕費等の直接費は、総額 16,826,973 円であり、

ほとんどの団地で使用料収入を上回っている（【図表４－１－３】参照）。

また、現地視察を行った大羽根住宅では、【図表４－１－４】のとおり、アンテ

ナが折れ、窓ガラスが割れている状況であり、防犯や衛生上のリスクや、景観の

悪化による地域のイメージの低下のリスクが想定される。
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同じく現地視察を行った島崎住宅は、津駅から徒歩 12 分の立地にあり、近隣に

はスーパーマーケットや家電量販店があり、民間のマンション建設もみられるこ

とから、募集を停止し、入居率が著しく低い状況が続くことは、機会損失を招く

と考えられるため、売却を視野に入れた跡地の活用を早期に検討することが望ま

れる。

このように、募集を停止した県営住宅においても一定の費用が発生し、防犯や

衛生上のリスクや、地域のイメージ低下のリスクが想定されるだけでなく、機会

損失のリスクが生じるため、早急に処分計画等を策定し、整理を進めることが望

ましい。

【図表４－１－２】募集を停止した県営住宅一覧

市町 No. 住宅名
管理

戸数

入居

戸数
入居率 処分予定

桑名市 1 森忠 23 0 - 令和８年度

菰野町 2 大羽根 10 0 -
令和５年度解体設計済

令和８年度以降

四日市市
3 高花平 24 8 33.3% 未定

4 泊山 6 1 16.7% 未定

鈴鹿市 5 十宮 17 8 47.1% 未定

津市

6 江戸橋 108 35 32.4% 未定

7 島崎 24 6 25.0% 未定

8 半田 26 0 - 令和８年度

9 野村 10 4 40.0% 未定

伊賀市

10 荒木 113 15 13.3% 未定

11 清水ヶ谷 8 0 - 未定

12 木根 8 5 62.5% 未定

13 依那具 16 3 18.8% 未定

松阪市
14 宝塚 28 6 21.4% 未定

15 上川 44 4 9.1% 未定

伊勢市 16 清水谷 16 4 25.0% 未定

鳥羽市
17 堅神 6 1 16.7% 未定

18 安楽島 8 4 50.0% 未定

尾鷲市 19 垣ノ内 6 3 50.0% 未定

（出所：県営住宅一覧に基づき監査人作成）
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【図表４－１－３】募集を停止した県営住宅固有の修繕費等  （単位：円）

市町 No. 住宅名 使用料収入 修繕費等 差額

桑名市 1 森忠 22,500 872,379 ▲849,879

菰野町 2 大羽根 0 441,469 ▲441,469

四日市市
3 高花平 1,055,400 779,646 275,754

4 泊山 21,600 452,981 ▲431,381

鈴鹿市 5 十宮 779,700 988,097 ▲208,397

津市

6 江戸橋 3,082,466 5,524,204 ▲2,441,738

7 島崎 610,983 1,456,352 ▲845,369

8 半田 0 1,573,370 ▲1,573,370

9 野村 377,200 113,356 263,844

伊賀市

10 荒木 2,092,000 3,853,138 ▲1,761,138

11 清水ヶ谷 0 449,811 ▲449,811

12 木根 1,218,593 296,911 921,682

13 依那具 215,400 958,141 ▲742,741

松阪市
14 宝塚 379,200 1,330,476 ▲951,276

15 上川 835,600 1,633,346 ▲797,746

伊勢市 16 清水谷 150,000 456,975 ▲306,975

鳥羽市
17 堅神 21,600 111,799 ▲90,199

18 安楽島 455,100 186,465 268,635

尾鷲市 19 垣ノ内 61,200 602,437 ▲541,237

計 11,378,542 22,081,354 ▲10,724,412

（出所：三重県営住宅指定管理業務実績報告書に基づき監査人作成）

【図表４－１－４】大羽根住宅外観

（出所：監査人撮影）
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（３）経済性の観点から、入居棟の集約による管理コストの効率化を検証するこ

とが望まれる【意見】

令和６年度の一身田住宅の収支は、【図表４－１－５】のとおり、1,276 千円の

プラスだが、令和５年度の減価償却費 66,510 千円を考慮すると、65,234 千円のマ

イナスとなっており、コストの削減が必要である。

一身田住宅の令和７年８月 21日現在の棟別、階別入居率は、【図表４－１－６】

のとおり、全体の入居率 54.9％に対し、４つの棟（R1、R2、P7、P13）の入居率は

50％を下回っている。また、１階の入居率68.0％に対し4階の入居率は36.4％と、

低層階の入居率の方が高い傾向にある。

住宅政策課に確認したところ、一身田住宅には、エレベーターを設置しておら

ず、特に高齢者は階段での移動が難しいことから、１階への入居を希望する傾向

にあるとのことであった。【図表４－１－７】の鹿児島県の事例等を参考に、エレ

ベーターを設置し、入居棟を集約することによるコスト削減効果を検証すること

により、住宅管理の効率化を図ることが望ましい。

【図表４－１－５】一身田住宅の収支等          （単位：千円）

住宅名 一身田

公営住宅使用料 54,215

駐車場土地使用料 3,458

収入計 57,673

人件費 4,920

一般管理費 1,200

事務費 525

入居者募集対策修繕費 10,076

住替え修繕費 1,447

一般修繕費 12,537

環境修繕費 1,261

計画修繕費 14,917

消防設備等点検業務費 1,471

水道メーター法定更新費 4,633

共通費の按分 3,410

支出計 56,397

収支 1,276

R5減価償却費※ 66,510

費用計 122,907

収入計-費用計 ▲65,234

※ 本来、令和６年度の減価償却費で計算すべきであるが、報告書作成時点にお

いて、令和６年度の固定資産台帳は未公表のため、公表済である令和５年度

の数値を利用したものである。

（出所：住宅政策課作成資料に基づき監査人作成）
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【図表４－１－６】一身田住宅の棟別・階別入居率     （単位：戸数）

棟

1階 2階 3階 4階 計

入居率入居

戸数

管理

戸数

入居

戸数

管理

戸数

入居

戸数

管理

戸数

入居

戸数

管理

戸数

入居

戸数

管理

戸数

R1 3 6 2 6 3 6 - - 8 18 44.4%

R2 3 6 3 6 2 6 - - 8 18 44.4%

R3 4 6 4 6 4 6 3 6 15 24 62.5%

R4 2 6 4 6 4 6 3 6 13 24 54.2%

P5 6 6 5 6 3 6 1 6 15 24 62.5%

P6 3 4 3 4 1 4 2 4 9 16 56.3%

P7 4 6 1 6 2 6 4 6 11 24 45.8%

P8 4 4 3 4 1 4 1 4 9 16 56.3%

P9 4 4 1 4 2 4 2 4 9 16 56.3%

P10 3 4 3 4 3 4 0 4 9 16 56.3%

P11 4 4 4 4 2 4 1 4 11 16 68.8%

P12 1 4 3 4 3 4 1 4 8 16 50.0%

P13 2 4 2 4 2 4 1 4 7 16 43.8%

P14 2 4 3 4 4 4 1 4 10 16 62.5%

P15 3 4 2 4 2 4 2 4 9 16 56.3%

P16 4 4 4 4 0 4 3 4 11 16 68.8%

P17 5 6 3 6 3 6 2 6 13 24 54.2%

P18 4 6 3 6 2 6 3 6 12 24 50.0%

P19 4 6 6 6 3 6 0 6 13 24 54.2%

P20 3 6 3 6 5 6 2 6 13 24 54.2%

計 68 100 62 100 51 100 32 88 213 388 54.9%

入居率 68.0% 62.0% 51.0% 36.4% 54.9%

※ 令和７年８月 21日現在

（出所：住宅政策課作成資料）
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【図表４－１－７】エレベーター設置改修事例

（出所：住宅政策課提供資料）
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（４）固定資産台帳の網羅性の観点から、固定資産台帳システム更新時には更新

データの網羅性を確認すべきである【指摘】

令和５年度固定資産台帳に記載されている県営住宅に関する固定資産を確認し

たところ、野村団地について土地のみが計上されており、建物は計上されていな

かった。

住宅政策課に確認したところ、令和２年度までは【図表４－１－８】のとおり、

固定資産台帳に計上されていたものの、令和３年度に固定資産台帳システムの更

新を行った際に、不具合が起こったと推測されるとのことであった（【図表４－１

－９】参照）。

固定資産台帳に計上されていない建物があると、県の資産の状況を正確に把握

することができず、県営住宅全体や地域別の老朽化率による分析を行う際、正し

い分析を行うことができなくなってしまう。

そのため、固定資産台帳の網羅性の観点から、固定資産台帳システム更新時に

は、適切にデータが更新されていることを確認するため、更新前後の件数及び金

額の一致を確認すべきである。

【図表４－１－８】令和２年度までの固定資産台帳（抜粋）  （単位：円）

資産負債

番号

資産負債

区分

取得

年月日

減価償却

累計額

取得

価額等

異動後

簿価
資産名称

00011884
事業用資産

／土地
19680315 0 28,039,220 28,039,220

県営住宅

野村団地

00016338
事業用資産

／建物
19680228 48,778,499 48,778,500 1

県営住宅

野村団地

県営住宅

（第二種）

（出所：平成 28年度から令和２年度固定資産台帳）

【図表４－１－９】令和３年度以降の固定資産台帳（抜粋）  （単位：円）

システム

番号

資産負債

番号
件名

資産種別

名称
取得年月日 取得価額等 簿価

00001569 11884
県営住宅

野村団地

事業用

／土地
1968/3/15 28,039,220 28,039,220

（出所：令和５年度固定資産台帳）
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（５）固定資産台帳の正確性の観点から、資産計上の要否について確認体制を構

築すべきである【指摘】

令和５年度固定資産台帳に記載されている県営住宅に関する固定資産を確認し

たところ、【図表４－１－10】のとおり、令和５年度に公営住宅建設費で支出した

移転補償費がインフラ/土地に計上されていた。

県営住宅に関する固定資産は、「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令

和７年３月改定）財務書類作成要領別表８事業用資産とインフラ資産の区分表

（【図表４－１－11】参照）」に基づき、事業用資産に計上されるため、通常、県営

住宅に関する固定資産がインフラ資産に計上されることは想定されない。

住宅政策課に確認したところ、本来、資産計上すべきでない移転補償費を誤っ

て資産計上してしまったものであるとのことであった。

固定資産台帳が正しく作成されていないと、県の資産の状況を正確に把握する

ことができなくなってしまう。

そのため、固定資産台帳の正確性の観点から、誤って資産計上することのない

よう、資産計上の要否について確認体制を構築すべきである。

【図表４－１－10】令和５年度固定資産台帳（抜粋）

システム

番号

資産負債

番号
件名

資産種別

名称

取得

年月日

取得

価額等
簿価

00056174 56174
老朽県営住宅

土地

インフラ

／土地
2024/3/31 529,210 529,210

（出所：固定資産台帳）
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【図表４－１－11】別表８ 事業用資産とインフラ資産の区分表

（出所：統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和７年３月改定）

財務書類作成要領）
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（６）安全性の観点から、防犯カメラに関する自治会等への情報共有及び県費で

の設置を検討することが望まれる【意見】

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針（国土交通省）」によると、防犯上の

観点から、防犯カメラの設置が望ましいとされている。

現地調査を行った住宅のうち、防犯カメラを設置している住宅は見受けられな

かったため、住宅政策課に確認したところ、一部の住宅において、自治会等が自

治会費等を利用して防犯カメラを設置している場合は考えられるが、県費での防

犯カメラの設置は行っていない状況とのことであった。

安全性の観点から、自治会等への当該指針の情報共有及び県費での設置を検討

することが望まれる。

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針（国土交通省）

(11)防犯カメラ

ア 防犯カメラの設置

・共用出入口、共用メールコーナー、エレベーターホール、屋内共用階段、自

転車置場・オートバイ置場、駐車場等の改修において、防犯上必要な見通しの確

保が困難な場合には、防犯カメラを設置することが望ましい。

・防犯カメラを設置する場合には、有効な監視体制のあり方を併せて検討する

とともに、記録装置を設置することが望ましい。

イ 防犯カメラの配置等

・防犯カメラを設置する場合には、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有

効な位置、台数等を検討し適切に配置する。

・防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規定のある各

項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度

を確保したものとする。
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（７）安全性の観点から、火災報知器が未設置の住戸には速やかに設置すべきで

ある【指摘】

消防法及び市町等の条例により、三重県内では、全ての住宅に「住宅用火災警

報器」等の設置が義務づけられており、県営住宅については、寝室利用を想定す

る部屋１か所について県が火災報知器を設置することとしている。

県営住宅への火災報知器の設置状況を確認したところ、火災報知器が未設置と

みられる住戸が２戸あることが判明した。

安全性の観点から火災報知器未設置の住戸には、消防法及び市町等の条例に基

づき、速やかに火災報知器を設置すべきである。

なお、令和７年度に未設置住戸２件のうち１件については設置済、もう１件に

ついては、入居者による設置を確認済とのことである。

【図表４－１－12】住宅用火災報知器の取り付け場所

（出所：三重県ＨＰ）
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２ 入退去管理

（１）入居率向上のため、より効果的に予算を活用することが望まれる【意見】

【図表４－２－１】のとおり、令和６年度に一身田住宅の子育て仕様住戸２戸

及び高齢者仕様住戸 1 戸の計３戸について、31,002 千円で住戸内改善を行ってい

る。

住戸内改善とは、間取りの改修や給湯設備の設置、住戸内部の段差解消など住

戸内部の機能を向上させる改修のことをいう。国も住戸内改善を進めており、費

用の約半額が交付金として措置される（【図表４－２－２】参照）。

令和６年度に一身田住宅において実施した住戸内改善では、県営住宅が暗い、

汚いというイメージからキレイで清潔、明るいに変え、メンテナンスのしやすさ

に配慮した改修となるよう従前の改修仕様とは異なる仕様を試行的に盛り込んだ

ものとし、その具体的な内容としては、【図表４－２－３】のとおり、子育て仕様

住戸及び高齢者仕様住戸に共通して水廻りの改修を行うとともに、高齢者仕様住

戸は手すり及び緊急通報装置を設置し、子育て仕様住戸には、テレビドアホンを

設置した（以下、「試行仕様の住戸内改善」という。）。

令和３年度時点の見積によると、通常の住戸内改善には１戸当たり約 3,800 千円

が見込まれるところ、試行仕様の住戸内改善では、１戸当たり約 5,800千円が見込

まれていた。しかし、実際に令和６年度に実施した試行仕様の住戸内改善では、

１戸当たり 10,334千円と倍近い費用が発生している。

住宅政策課に確認したところ、物価上昇の影響による増額であり、実施前に費

用の増加が見込まれていたものの、試行仕様の住戸内改善による入居率の向上を

目的として、計画どおり行ったものであるとのことであった。

令和６年度の試行仕様の住戸内改善にかかった金額 31,002 千円を、通常の住戸

内改善に充てた場合、約８戸分となる。

そのため、試行仕様の住戸内改善３戸による入居率向上の効果と、通常の住戸

内改善８戸による入居率向上の効果を総合的に判断する必要があり、令和６年度

のように、特に住戸内改善に多額の費用が発生する場合は、より効果的に予算を

活用することが望まれる。
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【図表４－２－１】住戸内改善（子育て仕様）一身田団地 P17-302、402

（出所：三重県ＨＰ）

【図表４－２－２】公営住宅等ストック総合改善事業

（出所：国土交通省ＨＰ）
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【図表４－２－３】住戸内改善（試行仕様）の整備内容
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（出所：住宅政策課提供資料）
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（２）県営住宅管理システムの不明コードについて、正確な情報への更新が望ま

れる【意見】

県営住宅管理システムから出力した令和７年３月 31 日時点の入居者一覧及び退

去者一覧を確認したところ、【図表４－２－４】のとおり、計 164 件の不備事項が

発見された。

住宅政策課に確認したところ、No.1 の入居者一覧の外国人種別が空欄になって

いた１件は、入力漏れであったが、No.2～No.8の計 163件については、県営住宅を

住宅供給公社が管理していた時に入力されたものであり、詳細は不明であるとの

ことであった。

特に、【図表４－２－５】のとおり、No.3 の入居者一覧の世帯種別にコード表に

設定がないコード 99 が入力されているものが 107 件あり、全体件数 2,317 件の約

5%を占めていることから、県営住宅の世帯種別の統計情報を集計する際、正確性の

観点から問題がある。

そのため、現状のコード表に合わせた正確な情報への更新が望まれる。

【図表４－２－４】入居者一覧及び退去者一覧の不備事項   （単位：件）

No. 資料名 名称 不備事項 件数

1 入居者一覧 外国人種別 空欄 1

2  障害者区分 不明（コード：51） 4

3  世帯種別 コード表に設定のなし（コード：99） 107

4  入居事由 その他の事由による入居（コード：12） 39

5  退去事由 その他の事由による退去（コード：14） 2

6 退去者一覧 障害者区分 不明（コード：51） 1

7  入居事由 その他の事由による入居（コード：12） 7

8  退去事由 その他の事由による退去（コード：14） 3

計 164

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）
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【図表４－２－５】入居者一覧の世帯種別割合

（出所：入居者一覧に基づき監査人作成）

（３）効率化の観点から、収入申告に当たりマイナンバーの活用を検討すること

が望ましい【意見】

県営住宅の入居者から指定管理者に提出された①県営住宅入居者収入申告書②

世帯全員の住民票の写し③所得課税証明書等の紙資料は、県本庁の住宅政策課に

集められ、①県営住宅入居者収入申告書の全件について、住宅政策課が記載内容

の確認を行っている。

令和７年４月１日時点の県営住宅の入居戸数は 2,131 戸（募集を停止した住宅を

除く。）であり、毎年、２千件近くの紙資料を確認する必要があることから、入居

者の利便性向上と、住宅政策課の業務の効率化のため、マイナンバーを活用し、

③所得課税証明書に関する情報を直接市町に確認することを検討することが望ま

れる。

（４）公平性の観点から、高額所得者の明渡しの期限延長の判断は、条例に基づ

き統一的な対応を行うことが望まれる【意見】

「高額所得者一覧（令和６年 12 月 20 日現在）」を確認したところ、令和２年度

から令和６年度までの５年間連続して高額所得者に該当しており、明渡しの期限

を延長することができる三重県営住宅条例第 30 条第４項第１号から４号までに該

00一般世帯

37.7%

01母子世帯

16.4%02父子世帯

0.1%

03障害者世帯

4.4%

04高齢者世帯

8.1%

05単身世帯

28.1%

06多子世帯

0.3%

07高齢単身世帯

0.3%
99不明

4.6%
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当していない入居者１名について、明渡請求を行っていた。

令和５年度までに明渡請求が行われなかった理由を住宅政策課に確認したとこ

ろ、令和２年度以降、高齢かつ派遣社員であることを理由に、「入居者又は同居者

が一年以内に定年で退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想

されるとき（三重県営住宅条例第 30条第４項第３号）」に該当するとして、明渡し

の期限を延長してきたが、実際に収入が著しく減少することはなかったにもかか

わらず、明渡請求を行わなかったものであるとのことであった。

高額所得者の明渡しの期限を延長する際には、三重県営住宅条例第 30 条第４項

への該当の有無を慎重に判断し、担当者の交代によって、対応に違いがあること

のないように、統一的な対応を行うことが望まれる。

（５）三重県営住宅条例第 23条に基づき、一時不在期間が長期間にわたる場合は

速やかに明渡し請求を行うことが望まれる【意見】

令和６年度の県営住宅一時不在承認申請書（【図表４－２－６】参照）を確認し

たところ、一時不在期間の開始日から、１年以上経過しているものが見受けられ

た。

住宅政策課に確認したところ、１回に申請できる期間は、長くても半年であり、

通常は半年経過した時点で県営住宅に戻る見込みがない場合、明渡しとなるが、

外国人の入居者が親族の介護のために帰国する必要があることを理由とした不在

であり、本人への確認がスムーズに行えなかったことにより、不在期間が長期間

にわたったものであるとのことであった。

公営住宅法第１条によると、公営住宅は、「国及び地方公共団体が協力して、健

康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得

者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社

会福祉の増進に寄与することを目的とする」ものであるため、一時不在期間が１

年以上など、長期間にわたる場合は、速やかに明渡し請求を行うことが望まれる。

なお、住宅政策課によると、当該事案については、令和７年度中に明渡し予定

であるとのことである。
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三重県営住宅条例

（一時不在の承認）

第二十三条 入居者は、県営住宅を引き続き一月以上使用しないときは、あら

かじめ、知事の承認を受けなければならない。

三重県営住宅条例施行規則

（一時不在の承認申請）

第十二条 入居者は、条例第二十三条の規定により一時不在の承認を受けよう

とするときは、県営住宅一時不在承認申請書（第十号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。
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【図表４－２－６】県営住宅一時不在承認申請書（第十号様式）

（【図表２－12－４】再掲）

（出所：三重県営住宅条例施行規則）

県営住宅一時不在承認申請書

年  月  日

   三重県知事 宛て

県営住宅   団地  棟  号室

入 居 者

電話番号

      年  月  日から  年  月  日までの間、下記の理由により県営住

宅を一時使用しないので承認の申請をします。

記

１ 不在にする理由

 (１) 病気      (３) その他（具体的に記入してください。）

 (２) 短期出張      （                     ）

２ 不在中の連絡先

住 所  電話番号

勤務先等

３ 不在中の住宅管理者（私の不在中は私に代わって住宅を管理します。）

住 所  電話番号

氏 名
入居者と

の 続 柄

備考 理由を証する書類（医師の診断書、辞令等）を添付すること。
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（６）入居者サービスの観点から、県営住宅入居者のしおりは実際の状況に合わ

せて適時に更新すべきである【指摘】

入居者に配布される「県営住宅入居者のしおり」を確認したところ、【図表４－

２－７】のとおり、実際の状況との差異が見受けられた。

No.１の収入申告書の提出時期について、実際には、７月 31日までに提出する必

要があり、「三重県営住宅条例施行規則」第 10 条第１項においても、７月 31 日ま

での提出が求められている。しかし、「県営住宅入居者のしおり」には「７～８月

頃」と記載されていると、７月 31 日までの提出が必要でないと勘違いしてしまう

恐れがあり、入居者サービスの観点から、「県営住宅入居者のしおり」は、実際の

状況に合わせて適時に更新すべきである。

【図表４－２－７】県営住宅入居者のしおりと実際の状況との差異

No.
県営住宅入居者のしおり

実際の状況
頁 記載内容

1 3

収入の申告

家賃は世帯の収入等の状況によっ

て毎年変わることとなります。同

じ住宅であっても、収入の低い世

帯と収入の高い世帯は家賃が異な

ります。

毎年７～８月頃、翌年度の家賃

を決定するため、収入申告書を提

出していただくこととなっていま

す。

なお、収入申告書の提出がない場

合、当該住宅の家賃は最高額とな

ります。

収入申告書の提出期限７月 31 日

である。なお、三重県営住宅条

例施行規則第 10 条第１項に基づ

き毎年７月 31 日までに提出しな

ければならないとされている。

2 4

火災報知器

▽寝室になる部屋には、必ず火災

報知器をご自身で取付けてくださ

い。

寝室利用を想定する部屋１か所

のみ県が火災報知器を設置

3 6

風呂

▽県営住宅には、一部を除き風呂

を備えつけるスベースは確保して

ありますが、風呂桶・風呂釜はつ

いていません。あなた自身で規格

にあったものを設置してくださ

い。

令和６年４月１日以降入居する

住戸は、全て風呂釜を設置する

こととしている。

（出所：県営住宅入居者のしおりに基づき監査人作成）
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（７）県営住宅入居決定・住替決定・敷金受入決定時等のチェック証跡を残すこ

とが望まれる【意見】

県では、指定管理者が実施した県営住宅入居決定・住替決定・敷金受入決定に

関する書類の取りまとめやシステム入力作業等の結果を受けて、当該システムか

らの出力情報、提出書類や決定通知書等の書類、システム間の整合性チェックを

住宅政策課の職員３名がそれぞれ別の視点で実施しているとのことである。

具体的には、１人目はシステムへ入力された全情報のチェック、２人目は入居

予定者（入居者）の氏名、住所や金額等の重要な情報のチェック、３人目は俯瞰

的に目を通し、誤るリスクの高い箇所や誤っていた箇所が正しく修正されている

か等の全体的な整合性チェックを実施しているとのことである。

ただ、３者間での分担については明文化されているものではなく、チェック証

跡についても残していない状況である。

今後はより効率的かつ効果的なチェック体制とするために、住宅政策課の職員

３名のチェック証跡の色を変えるなどして、誰がチェックしたかを明確に残すこ

とが望まれる。

３ 債権管理

（１）入居者の利便性向上の観点から、多様な徴収方法を検討することが望まれ

る【意見】

現在、家賃の徴収方法は、口座振替または納付書を用いた金融機関窓口での支

払いの２種類に限定されている。それぞれの選択割合について、住宅政策課に確

認したところ、口座振替が 77.8％、納付書による支払が 22.2％であった。また、

監査実施時点である令和７年７月分の家賃を滞納した者のうち、納付書による支

払が 53.8％である。

納付書による支払を選択している入居者の中には、口座振替先として指定され

た口座を保有していないなどの理由がある者もいると想定される。

例えば、香川県の入居者募集案内では、支払方法は口座振替のみとなっている。

三重県においても、原則口座振替とし、特別な理由がある場合のみ、納付書によ

る支払を選択できることとすることも一案である。

一方で、徴収方法を原則口座振替のみとすることが難しい場合、納付書による

支払は、金融機関窓口の営業時間外には支払いができず、ゆうちょ銀行は利用で

きないなどの制約があり、入居者にとって利便性に課題がある状況である。

そのため、入居者の利便性向上を図る観点から、コンビニエンスストアでの支

払い対応や、二次元コード決済の導入など、より多様な徴収方法について検討さ

れることが望まれる。
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４ 指定管理者のモニタリング

（１）退去に伴う敷金返還の要否について確認体制を構築すべきである（中勢伊

賀・南勢・東紀州ブロック）【指摘】

指定管理者が令和６年度に実施した退去検査の際に作成した「県営住宅空家補

修箇所調査書」を確認したところ、【図表４－４－１】のとおり、誤った負担率を

適用し、返還額が過少となったものが１件、全額請求すべきクリーニング費用に、

誤って負担率を乗じて計算したことにより、退去者に請求すべきところ、返還し

てしまったものが２件の計３件の計算誤りが見受けられた。

県営住宅空家補修箇所調査書は、指定管理者の退去検査担当者が作成し、指定

管理業務実績報告書の退去者住宅精算内訳書にて報告されるが、退去者住宅精算

内訳書には、退去者負担額の詳細な計算過程は記載されていないため、住宅政策

課で計算過程を確認していない状況である。

退去者住宅精算内訳書について、計算過程がわかる様式に修正した上で、敷金

の返還が生じる場合には、返還額が正しいことを確認する体制を構築すべきであ

る。

【図表４－４－１】敷金返還額を誤った事例         （単位：円）

No

.

団

地

名

入

居

年

数

敷

金

額

退去修繕費用総額 退去者負担額

畳の

表替

え

襖の

張替

費用

その他

修繕

費用

計
区

分

負

担

率

負担

額

追加

徴収

額

マイ

ナス

は返

還額

1
カ

ー

サ

上

野

2 67,500 69,000 0 69,000
正 0.8 55,200 ▲12,300

誤 0.9 62,100 ▲5,400

2 3 66,900 41,400 30,000 71,400
正 0.9 67,260 360

誤 0.9 64,260 ▲2,640

3 泉 34 70,500 130,600 100,000 230,600
正 0.15 119,590 49,090

誤 0.3 69,180 ▲1,320

※１ 入居年数 2年の負担率 0.8のところ、誤って負担率 0.9で計算していた。

※２ その他修繕費用には負担率を加味せず、全額負担とすべきところ、負担率を加味し

た金額で計算していた。

※３ その他修繕費用には負担率を加味せず、全額負担とすべきところ、負担率を加味し、

負担率 0.15のところ、誤って負担率 0.3で計算していた。

（出所：県営住宅空家補修箇所調査書に基づき監査人作成）
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（２）指定管理者における個人情報の管理状況を把握すべきである【指摘】

指定管理者の管理事務所への現地視察の際に個人情報の管理状況を確認したと

ころ、個人情報を含む書類は、指定管理者基本協定書（別記含む）や規程に従い

鍵付きキャビネットで保管されていた。

個人情報記載の書類廃棄については、直近で北勢では 2019年 12月、中勢伊賀・

南勢・東紀州では 2022 年 5 月に実施されている。廃棄処分方法に問題は見受けら

れず、シュレッダーの利用や溶解業者への依頼による廃棄処分が行われていた。

しかし、「個人情報の取り扱いに関する特記事項」第 12 条第４項によると、「乙

（指定管理業者）は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行っ

た日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲（三重県）に報

告しなければならない。」とされている。

個人情報の廃棄に関して指定管理者担当者に確認したところ、県への廃棄報告

は行われていないとのことであった。

また、「三重県個人情報適正管理指針」4-8-5 保有個人情報の取り扱い【廃棄等】

(8)によると、「特に、保有個人情報の消去や保有個人情報が記録されている媒体の

廃棄を委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、必要に応じて職

員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類

を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認

する。」とされているが、住宅政策課は委託先において個人情報の消去及び廃棄が

確実に行われていることを確認していなかった。

今後は、指定管理者が個人情報の廃棄等を行うタイミングでの県への報告を徹

底するとともに、県からも定期的に個人情報の廃棄等の実施の有無を指定管理者

に確かめる必要がある。

なお、個人情報を含む書類のうち、保管期間内の書類は文書目録により現物の

状況が把握されている一方、保管期間を過ぎても引き続き保管している書類につ

いては、実際に処分されるまで県への報告は行われていない状況であった。

住宅政策課に確認したところ、保管期限を過ぎた書類も業務上必要な場合があ

り、保管期限を過ぎても直ちに処分されないことがあるとのことである。

そのため、必要に応じて保管期間を延長した上で、県が指定管理者における個

人情報の管理状況を把握することができるように、年１回程度の定期的な棚卸を

実施し、保管状況及び書類目録を県へ報告する仕組みを構築することが望ましい。

県営住宅指定管理者基本協定書

（個人情報の保護）

第１１条 乙は、管理業務を実施するにあたり取り扱う個人情報については、

別記２「個人情報の取扱いに関する特記事項」によらなければならない。
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別記２ 個人情報の取り扱いに関する特記事項

（個人情報の返還、廃棄又は消去）

第 12 条 乙は、管理業務を処理するために保有した個人情報について、本協定

が終了し、又は解除された後において直ちに甲の指示に基づいて個人情報を返

還、廃棄又は消去しなければならない。

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等

当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな

い。

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ

消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できな

いように確実に消去しなければならない。

４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責

任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならな

い。

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。

三重県個人情報適正管理指針

4-8-5 保有個人情報の取り扱い

【廃棄等】

(8)  職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体（端末及び

サーバに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合には、保護管理者の指

示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消

去又は当該媒体の廃棄を行う。

特に、保有個人情報の消去や保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託

する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、必要に応じて職員が消去及

び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取る

など、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認する。

（３）指定管理者制度に関する取扱要綱第 24条に基づき実施調査を行うべきであ

る【指摘】

指定管理者制度に関する取扱要綱第 24条によると、「所管部は、施設・備品の管

理状況等について、毎年１回以上実地調査を行うものとする。」とされている。

実地調査の実施状況について、住宅政策課に確認したところ、実地調査という

形式の調査は行っていないものの、家賃の徴収等で県の職員が県営住宅に訪れた
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際に住宅の老朽化状況等を確認しているとのことであった。

県営住宅は棟数が多いため、全ての施設を毎年実地調査することは現実的では

ないが、ブロックごとに数年間で全施設を周ることができるようにするなど計画

的に施設の状況を県の職員が直接確認し、指定管理者制度に関する取扱要綱第 24

条に基づく実地調査を行うべきである。

なお、実地調査の結果について、記録を残すべきである。

（４）管理戸数の規模や事業者の参入可能性を十分に考慮した上で、競争性確保

のための区分けを検討することが望ましい【意見】

県営住宅の指定管理業務について、現在の指定管理期間（令和６年４月１日か

ら令和 11年３月 31日まで）においては、４つのブロックに分けて下記事業者を指

定している（【図表４－４－２】）。

【図表４－４－２】県営住宅の指定管理者

ブロック 事業者名 代表者名

北勢ブロック 鈴鹿亀山不動産事業協同組合 小山田 亮

中勢伊賀ブロック 伊賀南部不動産事業協同組合 菅尾 悟

南勢ブロック 三重県南勢地区管理事業共同体 菅尾 悟

東紀州ブロック 三重県南勢地区管理事業共同体 菅尾 悟

（出所：指定管理業務実績報告書に基づき監査人作成）

４つのブロックに分けて公募しているものの、指定されている事業者としては

３事業者である。さらに、三重県南勢地区管理事業共同体の主要な構成員（実質

的な運営主体）は伊賀南部不動産事業協同組合であり、実際上は北勢ブロック以

外の中勢伊賀ブロック、南勢ブロック、東紀州ブロックの県営住宅は同一事業者

により管理されている。

また、指定管理業務に対する応募事業者数は【図表４－４－３】のとおりであ

る。なお、現在の指定管理期間にあっては、従前に指定管理者として指定されて

いる事業者のみが応募している状況であった。
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【図表４－４－３】指定管理業務に対する応募事業者の推移

ブロック
平成 21年度～

平成 25年度

平成 26年度～

平成 30年度

令和元年度～

令和５年度

令和６年度～

令和 10年度

北勢ブロック 1 1 1 1

中勢伊賀ブロック 1 1 1 1

南勢ブロック 1 1 2 1

東紀州ブロック 1 1 2 1

（出所：県土整備部作成資料に基づき監査人作成）

応募事業者が少ない背景について、住宅政策課に確認したところ、県営住宅の

管理業務に対応できる従業員の確保が難しいことが挙げられるとのことであった。

しかし、構造的な問題として１ブロック当たりの管理戸数が多く（【図表４－４

－４】参照）、応募できる事業者が限定されてしまうといったことも考えられ、そ

の結果、応募事業者間の競争性を促すことができず、公募する意義を失いかねな

い。

公募による競争性を失えば、「指定管理者制度の概要」に記載されている「公の

施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経

費の削減等を図る」という指定管理者制度の趣旨も達成できない可能性もある。

こうした観点から、管理戸数の規模や事業者の参入可能性を十分に考慮した上

で、競争性確保のための区分けを検討することが望ましい。

例えば管理対象戸数が比較的多い北勢ブロックと中勢ブロックを細分化するこ

とや、県の建設事務所管轄エリアごと（【図表４－４－５】参照）に公募を実施す

ることが考えられる。

【図表４－４－４】県営住宅に係る管理対象施設数（ブロック別）

ブロック 管理対象団地数 管理対象戸数

北勢ブロック 15 1,273

中勢伊賀ブロック 21 1,982

南勢ブロック 16 611

東紀州ブロック 7 122

計 59 3,988

（出所：三重県県営住宅位置図に基づき監査人作成）
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【図表４－４－５】県営住宅に係る管理対象施設数（建設事務所管轄エリア別）

建設事務所 管轄内の団地数 管轄内の管理戸数

桑名建設事務所 2 79

四日市建設事務所 9 826

鈴鹿建設事務所 4 368

津建設事務所 14 1,677

松阪建設事務所 8 462

伊勢建設事務所 6 135

志摩建設事務所 2 14

伊賀建設事務所 7 305

尾鷲建設事務所 3 38

熊野建設事務所 4 84

計 59 3,988

（出所：三重県県営住宅位置図に基づき監査人作成）

（５）指定管理者の評価の適切性の観点から、入居者アンケートのさらなる回収

率の向上が望まれる【意見】

指定管理者制度を導入した施設については、適正な施設管理の確保を目的とし

て、指定管理者が行う管理状況等の情報の開示を進めることが県の「指定管理者

制度に関する基本方針（平成 18年６月２日）」に規定されており、毎年施設ごとに

「指定管理者が行う公の施設の管理状況報告」（以下、「管理状況報告」という。）

として県のホームページに公表されている。

管理状況報告の中で、指定管理者が実施した自己評価に基づき県が評価してい

る。「評価の項目」は、基本協定書に記載された項目であり、さらに「総括的な評

価」として、指定管理者の自己評価の妥当性をどのように検証したかを明記して

いる。県営住宅に係る「総括的な評価」にあたっては、指定管理者が実施する入

居者アンケート（様式は【図表４－４－７】参照）の回答を客観的な資料として

指定管理者の自己評価に対する妥当性についてコメントを付している（【図表４－

４－６】参照）。
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【図表４－４－６】指定管理者が行う公の施設の管理状況報告（抜粋）

《北勢ブロック》

《中勢伊賀ブロック》
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《南勢ブロック》

《東紀州ブロック》

（出所：三重県ＨＰ）
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【図表４－４－７】県営住宅管理に関するアンケート（各ブロック共通）
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（出所：令和５年度県営住宅管理に関するアンケート）
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一方で、入居者アンケートの回収率は【図表４－４－８】のような状況となっ

ている。管理状況報告では【図表４－４－９】の「どちらかと言えば住みやすい」

以上の評価の割合により評価しているが、配付数（全体数）に占める割合は、一

番低い中勢伊賀ブロックで 26.3％となる。この点について、住宅政策課に確認し

たところ、指定管理者に対するアンケート回収率を向上させるように促すような

指導はないとのことであった。アンケートの回収率は概ね 30～40％であり、極端

に低くはないものの、指定管理者の自己評価を客観的に裏付けるためには、現状

の回収率では十分と言えず、さらなる向上が望まれる。

【図表４－４－８】入居者アンケートの回収率

ブロック 配付数(a) 回収数(b) 回収率(b/a*100)

北勢ブロック 783 249 31.8%

中勢伊賀ブロック 1,097 320 29.2%

南勢ブロック 368 126 34.2%

東紀州ブロック 104 41 39.4%

合計 2,352 736 31.3%

（出所：令和 5年度分の各ブロックアンケート集計結果に基づき監査人作成）

【図表４－４－９】「どちらかと言えば住みやすい」以上の評価がアンケート配

付数に占める割合

ブロック 回収率(b)

「どちらかと

言えば住みやすい」

以上の評価の割合(c)

配付数に占める

(c)の割合(b*c)

北勢ブロック 31.8% 83.9% 26.7%

中勢伊賀ブロック 29.2% 89.9% 26.3%

南勢ブロック 34.2% 91.3% 31.2%

東紀州ブロック 39.4% 97.6% 38.5%

（出所：令和５年度分の管理状況報告に基づき監査人作成）
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（６）指定管理者の評価の適切性の観点から、モニタリングチェックリストに成

果目標に対する進捗状況等の項目を追加することが望まれる【意見】

管理状況報告では、成果目標の達成状況について指定管理者が行った自己評価

に基づいて県も評価している。令和５年度における成果目標は４ブロック共通で

「建物点検回数」及び「迅速かつ誠実な対応」となっている。この成果目標に対

する県の評価は建物点検に係る月平均回数の実績報告や入居者アンケートにより

行われ、４ブロック全てにおいて、「成果目標を達成している」と評価している。

建物点検回数について、実績報告の点検回数の真偽をどのように確認している

か住宅政策課に確認したところ、所定のチェックリスト（【図表４－４－10】参照）

に基づくモニタリングを実施した際に併せて確認しているとのことであった。

しかし、所定のチェックリストには建物点検回数を含む成果目標を確認するよ

うな項目はなく、成果目標の進捗等を確認した形跡が見当たらなかった。建物点

検の実績を県のモニタリングとして確認しているのであれば、所定のチェックリ

ストに成果目標に対する進捗状況等の項目を追加し、確認したことを記録として

残すことが望ましい。
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【図表４－４－10】指定管理者に係るモニタリング チェックリスト

１．協定書、事業計画書、仕様書等の履行確認

確認

項目
確認内容

適

否
備考

人員

体制

●事業計画書又は仕様書に即した人員を過不足なく配置して

いるか

●必要な資格、経験等を有する人員が確保されているか

（仕様書に記載のあるもの。危険物取扱者や電気主任技術者

等）

維持

管理

法令、条例、仕様書等に従っ

て、施設・設備の保守管理を

適切に行い、必要な点検、報

告等を行っているか

（点検報告書を確認）

消防用設備・消火設備

エレベーター・エスカレーター

貯水槽

浄化槽

高圧受電

特殊建築物

県の承認無く管理施設の形状・形質を変更していないか

仕様書等に従い、清掃、警備、衛生管理を適切に行っている

か（日報等で確認、聞き取り）

●日常点検が行われているか。（遊具など）

将来更新や修繕が必要と思われる設備についてリスト   ア

ップしているか

●鍵の管理方法が適正か

（鍵の保管場所、管理簿などを確認）

記録簿に基づき、備品を適切に保管しているか

（抽出確認）

外部

委託
●外部委託は、事前に県の承認を受けているか

サー

ビス

提供

開館日、開館時間等は協定を遵守しているか

●利用許可基準、減免の基準が定められ明示されているか

利用許可、利用料減免は適切であったか

事業計画書に沿って、事業を実施しているか

情報

公開

●情報公開に関する規程は整備されているか

協定に従い、文書等の情報を適切に管理しているか
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個人

情報

●個人情報の取扱いは協定に即しているか

個人情報の漏洩、滅失等の事故はないか

危機

管理

●緊急時のマニュアルが整備され、事故、災害等緊急時の連

絡体制や職員の役割分担が明示されているか

事故、災害等、緊急時にはその状況をただちに県に報告して

いるか（日報等により確認）

定期的に必要な訓練を行っているか

（訓練結果報告等により確認）

消防訓練

●非常口や避難経路等が常に問題なく利用できる状態に保た

れているか

●損害賠償保険に加入しているか

（保険証書を確認）

故障・事故についての記録簿が備えられており、重要なものに

ついては県へ報告されているか

県施

策 へ

の配

慮

人権を尊重した社会へ向けての配慮がなされているか

（障がい者等も利用しやすい工夫をしているか、アンケートなど

で人権侵害に関する苦情がきていないかなど）

省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされているか

（ごみの分別などを確認）

ユニバーサルデザインへの配慮がなされているか（パンフレッ

ト、ホームページなど）

労働

条件

労働関係

法令につ

いて遵守

されている

か

労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明

示しているか

労働時間の管理手法は適切か

賃金控除協定の締結は行われているか

最低賃金を下回っていないか

各種保険の加入状況は適切か

法定帳簿等は適切に整備されているか

広報

活動

パンフレットによる利用案内やホームページの管理等、適切な

広報活動がされているか
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資金

管理

指定管理

業務に係

る会計処

理は会計

規則等に

基づいて

適正に行

われてい

るか

別会計を設けて経理処理がなされているか

（決算書等で確認。ただし、新公益法人や市町の

場合等、別会計を設けることが困難な場合には

指定管理業務に係る収支の状況をまとめた収支

計算書等で確認する。）

●固有の口座を開設するなど、指定管理業務以

外の資金と明確に区別されているか

（通帳を確認）

●入出金取引について請求書・領収書を備えて

いるか（抽出確認）

●利用料金等の収受に関する記録が整備されて

いるか（抽出確認）

２．サービスの水準

確認

項目
確認内容

適

否
備考

利用

者の

ニー

ズ

施設の利用状況について分析し報告しているか

利用者数の把握方法に関するルールに従いカウントされてい

るか

苦情、要望等に関して迅速かつ適切に対応しているか

利用者に対しアンケートを実施するなど利用者のニーズを把

握する努力をしているか

利用者アンケート等から抽出した課題への対応策を講じ、改善

に努めているか

成果

目標

事業計画で定められた目標が達成されているか、達成されて

いない場合はその原因を分析し対策を講じているか

３．サービス提供の安定性

確認

項目
確認内容

適

否
備考

財務

状況

事業収支報告が、応募段階の収支計画と著しく乖離していな

いか

その団体の経営状況が著しく悪化している、あるいは悪化する

おそれはないか

（自己資本比率は適正か、累積赤字がないか、債務超過とな

っていないかなど）
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４．その他

確認

項目
確認内容

適

否
備考

住宅

政策

課で

追加

した項

目

工事の契約手続は適正か（契約日の前に権限者の承認が行

われているか）

工事等について内規どおり相見積もりを取っているか

※ 適否の欄は○（問題なく適正に行われている）、△（一部改善が必要）、×（抜本的な見直

しが必要）、－（該当無し）を記載すること。

※ 年度内に、県はチェックリスト項目すべてにおいてチェックを行い、書面で残すものとす

る。

※ ●のあるものは、年度当初に確認することが望ましいもの。それ以外の項目についてチェ

ックの時期は指定しない。

※ 施設の特性に応じて確認内容を追加・修正して使用すること。

確認日（         ）確認者（                 ）

確認日（         ）確認者（                 ）

確認日（         ）確認者（                 ）

（出所：住宅政策課提供資料）

（７）効率性及び有効性の観点から、県営住宅の管理方式を検討することが望ま

れる【意見】

県営住宅の管理方式については、平成 15 年度に「公の施設の管理」に関する制

度が改正されたことを背景として、県が公の施設をより効果的かつ効率的に管理

していくために平成 18 年度より「指定管理者制度」を導入している。また、平成

21 年８月時点で指定管理者制度導入に対する検証が行われており、検証資料を閲

覧したところ、【図表４－４－11】のとおり、当時の問題点及び今後の方針がまと

められていた。平成 21 年 8 月時点では、指定管理者制度導入後間もないこともあ

り、現行制度の課題整理や課題解消に対して県として取り組んでいく姿勢があっ

た。一方で、平成 21 年 8 月時点で認識されていた課題の解消状況や、現在抱えて

いる課題を検討している資料等は確認できなかった。この点について、住宅政策

課に確認したところ、現在県営住宅の管理について抱える課題としては、主に入

居率が低い水準にあるとの認識であり、改善にあたっては指定管理者の選定審査
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基準に入居率向上施策案の提示を盛り込むなどの対応をしているとのことであっ

た。

個別の課題に対してはその解消に向けた取組も見受けられるが、現行制度の妥

当性や管理方法の検討を含む今後の県営住宅のあり方についての検討はしていな

い。他の自治体では、管理方式別にメリットとデメリットを列挙して最適な管理

方式を比較検討することや、公営住宅管理を取り巻く状況の変化を踏まえて、一

定期間後にはそのあり方について再度検討する方針を定めている例もある。現在

抱えている課題を現行の指定管理者制度の枠組みの中で解消するように取り組む

ことも一つの方策ではあるが、そもそも指定管理者制度が現在又は今後の県営住

宅の管理方法として適切なものかどうかを検討することが望ましい。

【図表４－４－11】問題点及び今後の方針

【現行の問題点】

・指定管理者選定の際、応募者間のコスト削減による競争がない

・指定管理者の創意工夫・裁量による収益増加の方策がない

【今後の方針】

・平成 22 年度～25 年度に係る指定管理者の募集においては、一部条件を緩和す

る

・問題点については、平成 26年度以降の指定管理者選定までの間で検討する

（８）年度協定書第３条に基づき管理経費の相互流用の協議を適時に行うことが

望まれる【意見】

管理経費の相互流用については、基本協定書で指定管理料の範囲内で相互に流

用可能と定められた経費については、県との協議により流用が認められている

（基本協定書第５条及び第 18 条、【図表４－４－12】参照）。また、年度協定書に

おいて、経費の１割又は 100万円のいずれか大きい金額を超えない金額の増減に該

当する場合には協議は不要とされている（【図表４－４－13】参照）。
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【図表４－４－12】基本協定書（抜粋）

（指定管理料）

第５条 甲が乙に支払う指定期間における指定管理料の総額は、金 175,384,000

円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。

なお、総額は、甲及び乙が協議のうえ、予算の範囲内で変更できるものとする

（ただし、令和６(2024)～令和１０(2028)年度県営住宅管理業務事業計画（東紀州

ブロック）に記載された人件費、一般管理費及び事務費を除く。）。

２ 前項における経費の細目は以下のとおりとする。

① 人件費

② 一般管理費

③ 事務費

④ 入居募集対策修繕費

⑤ 住替修繕費

⑥ 一般修繕費

⑦ 環境整備費

⑧ 計画修繕費

⑨ 維持・点検費

⑩ 移住お試し住戸修繕費

３ 甲は、管理業務の実施に要する費用として、毎年度、甲の予算の範囲内で

指定管理料を乙に支払う。

４ 甲が乙に対して支払う毎年度の指定管理料の支払額、支払時期及び支払方

法については、年度協定により、毎年度定めるものとする。

５ 第３８条第１項の規定により、指定管理者の指定を取り消されたときの指

定管理料の支払は、甲及び乙が協議のうえ、これを決定するものとする。

６ 大災害等による緊急、応急修繕が必要となるなど予期できない事象が生じ

た場合、甲及び乙が協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。

（中略）

（管理経費の相互流用等）

第１８条 乙は、第５条第２項に掲げる細目経費については、甲との協議によ

り指定管理料の範囲で相互に流用することができる。ただし、人件費、一般管理

費又は事務費への流用及び移住お試し住戸修繕費からの流用はできないものとす

る。

２ 乙は、前項の流用をした場合にあっては、当該流用を行った年度末に、実

態に合わせて指定管理料の経費内訳の変更を行わなければならない。

（出所：基本協定書）
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【図表４－４－13】年度協定書（令和６年度）抜粋

（管理業務の内容）

第３条 年度協定に係る乙が行う指定管理業務は、基本協定第２条に定める業

務とする。このうち当該年度に行う第５条第１項④から⑩に掲げる業務は、予め

甲と協議が整った別記１に掲げる業務とする。

なお、前記の定めによるほか、この協定書締結後において第５条第１項④から

⑨までに掲げる業務に増減する業務が生じた場合は、甲及び乙は協議のうえ、そ

の取扱いを決めるものとし、第５条第１項①から⑨までに掲げる各々の経費の１

割又は１００万円のいずれか大きい金額を超えない金額の増減に該当するときは

協議不要とする。

（出所：令和６年度協定書）

令和６年度の管理経費の流用については、４ブロック全ての指定管理者におい

て、年度末間近で県への協議がなされている。また、流用理由については【図表

４－４－14】のとおりである。

年度内で協議及び承諾が実施されているため、基本協定書の規定を逸脱したも

のではないが、承諾日が年度末日になっており、事後的な承認になっているもの

も少なくないと考えられる。また、流用理由は年度の途中に把握できるものもあ

るため、適時に不要となった経費から追加で必要となる経費への流用協議をする

ことが望ましい。
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【図表４－４－14】流用理由、協議日及び承諾日

ブロック 流用理由 協議日 承諾日

北勢

ブロック

入居募集対策修繕の増：

浴槽、給湯器の取付部屋の増

人件費、材料費の増

住替え修繕費の減：住替え者の減

一般修繕費の減：

募集修繕、環境整備の増に伴う予算流用の為

環境整備費の増：除草量の増

計画修繕費の減：

募集修繕、環境整備の増に伴う予算流用の為

維持管理費の減：保守修繕費の減

R7.3.28 R7.3.31

中勢伊賀

ブロック

住替修繕費の減：今年度、千里団地（L棟・T棟）からｻ

ﾝｼｬｲﾝ千里への住替に伴う費用を一般修繕に充てたこと

による減

一般修繕費の増：

各団地で設備等の経年劣化に伴う修繕に掛かる費用が

増加

環境整備費の増：

各団地の除草・高木剪定当等に掛かる費用の増加

維持・点検費の減：

浄化槽管理の費目で浄化槽施設の経年劣化修繕が少な

くて済んだことによる減

R7.3.28 R7.3.31

南勢

ブロック

入居募集対策修繕の増：

今年度、募集修繕に掛かる費用が増加の見込み

住替修繕費の減：

今年度、住替え要望多く費用が増加の見込み

一般修繕費の減：

今年度、金額の嵩む修繕が少なく費用を抑えられた

環境整備費の増：

今年度、各団地の除草・高木剪定に掛かる費用を抑え

られた。

R7.3.28 R7.3.31

東紀州

ブロック

住替修繕費の減：

今年度、住替え要望が無く修繕無し

一般修繕費の増：

各団地で設備との経年劣化に伴う修繕に係る費用が増

加

環境整備費の減：

各団地の植栽樹木剪定費用が減となる見込み

R7.3.28 R7.3.31

（出所：令和６年度流用協議資料に基づき監査人作成）
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（９）基本協定書に基づき年度協定書において入居率向上に関する成果目標を設

定すべきである【指摘】

中勢伊賀ブロック、南勢ブロック、東紀州ブロックの県営住宅における令和６

年４月１日から令和 11年３月 31日までを指定期間とする基本協定書では、指定管

理者の入居率向上に関する成果目標の一つとして「移動販売車導入住宅箇所数」

が設定されている。具体的な目標数値については、令和６年度の試行導入の状況

を踏まえて年度協定書に定めることとなっている。この点について、令和７年度

の年度協定書を確認したところ、３ブロック全てにおいて「移動販売車導入住宅

箇所数」は成果目標としての記載がなかった（【図表４－４－15】参照）。

【図表４－４－15】指定管理者基本協定書における成果目標（抜粋）

ブロック 入居率向上に関する取組

中勢伊賀

ブロック

ア）募集戸数（入居率年１％の向上を目標として、各年度の

状況を踏まえ、年度協定書で具体的数値目標を定める）

イ）移動販売車導入住宅箇所数（令和６年度に３か所の住宅

への導入を試行し、その状況を踏まえ、年度協定書で具体的

数値を定める）

南勢

ブロック

ア）募集戸数（入居率年１％の向上を目標として、各年度の

状況を踏まえ、年度協定書で具体的数値目標を定める）

イ）移動販売車導入住宅箇所数（令和６年度に１か所の住宅

への導入を試行し、その状況を踏まえ、年度協定書で具体的

数値を定める）

東紀州

ブロック

ア）募集戸数（入居率年１％の向上を目標として、各年度の

状況を踏まえ、年度協定書で具体的数値目標を定める）

イ）移動販売車導入住宅箇所数（令和６年度に１か所の住宅

への導入を試行し、その状況を踏まえ、年度協定書で具体的

数値を定める）

（出所：指定管理者基本協定書に基づき監査人作成）

成果目標として記載しなかった経緯について住宅政策課に確認したところ、令

和６年度の実績（【図表４－４－16】参照）等を鑑みて「移動販売車導入住宅箇所

数」を成果目標として年度協定書に定めることを見送る方針としたとのことであ

った。また、中勢伊賀ブロックに関しては、バス等の公共交通機関があることや

ネットスーパー等の活用もされる場合も多く、移動販売車の供給事業者が他ブロ

ックと比較しても少ないと想定されるとの見解であった。
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【図表４－４－16】令和６年度の移動販売車導入住宅箇所数

ブロック 導入住宅箇所数

中勢伊賀ブロック 0

南勢ブロック 9

東紀州ブロック 6

（出所：県土整備部作成資料に基づき監査人作成）

中勢伊賀ブロックについては、令和６年度の実績や地域の特性を考慮すると成

果目標として設定することは現実的ではない。一方で、南勢ブロック及び東紀州

ブロックについては、令和６年度に導入実績があるのにもかかわらず年度協定書

に成果目標として定めていないため、基本協定書で定めた方針に従って年度協定

書においても具体的な数値目標を設定すべきである。

（10）入居率の向上の観点から、入居募集対策修繕費の確保による募集住戸数の

増加を図ることが望まれる【意見】

県営住宅の空室の令和６年度末の状況について、管理戸数が 100戸以上かつ入居

率（入居戸数÷管理戸数）が全体平均の 64.9％以下の団地を抽出したところ、【図

表４－４－17】のとおりである。

【図表４－４－17】県営住宅の空室の状況    （令和７年４月１日現在）

No.

ブ

ロ

ッ

ク

団地名

管理

戸数

（戸）

入居

戸数

（戸）

入

居

率

空室

戸数

（戸）

空室の内訳（戸）

R7年

5/1

入居

R7年

4月

募集

R7年

7月

募集

今後

募集

予定

修

繕

前

1
北勢

あこず 166 77 46.4% 89 1 3 2 3 80

2 桜島 197 112 56.9% 85 1 4 3 3 74

3
中勢

伊賀

千里 372 145 39.0% 227 0 3 224

4 白塚 195 116 59.5% 79 3 1 75

5 一身田 294 171 58.2% 123 3 6 114

計   1,224 621 50.7% 603 2 13 15 6 567

（出所：住宅政策課作成資料）

【図表４－４－17】において、空室戸数 603 戸に対する募集戸数 36 戸の割合は

約 6.0％であり、空室戸数のほとんどについて募集ができていない状況であった。

これは、入居準備に係る修繕が実施されていない「修繕前」の空室戸数が 567戸と

多いことに由来する。

入居準備に係る修繕費用は、入居募集対策修繕費として指定管理料の中に含ま

れている。しかし、指定管理料は５年分の総額を基本協定書で定めており、指定

管理期間内で使用できる修繕費は限られるため、一定戸数以上の修繕が進まない

状況にある。さらに、指定管理者には入居率向上の成果目標が課されているが、
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当該修繕費がボトルネックとなっている状況にある。

県は、指定管理料のうちで入居者募集対策修繕費を増額させることや、指定管

理料ではなく所管部署の事業予算として措置して、必要な修繕に対して機動的に

動けるようにしておくことで、募集戸数の増加を図ることが望ましい。

（11）基本協定書第 30条に基づき指定管理業務評価・報告書の提出期限どおりに

提出又は提出期限を見直すべきである【指摘】

基本協定書第 30 条では、指定管理者は県に対して事業年度終了後１月以内に所

定の事項を記載した県営住宅等指定管理業務評価・報告書を提出しなければなら

ないとされている（【図表４－４－18】参照）。

【図表４－４－18】基本協定書抜粋（抜粋）

（評価・報告書の提出等）

第３０条 乙は、管理業務について、毎事業年度終了後１月以内に、次に掲げ

る事項を記載した県営住宅等指定管理業務評価・報告書（以下「評価・報告書」

という。）を作成し、甲に提出しなければならない。

（１）管理業務の実施状況

（２）管理業務に関する経費の収支状況

（３）成果目標及びその実績

（４）管理業務に関する自己評価

（５）自己評価を踏まえた翌年度の実施方針

（出所：基本協定書）

県に提出された評価・報告書を確認したところ、「（４）管理業務に関する自己

評価」については、県が指定管理者の業務を評価する際に作成するべき「指定管

理者が行う公の施設の管理状況報告」を指定管理者がその内容を更新する形で提

出されていた。また、監査時点（2025 年 9 月）では、当該更新作業が継続中であ

り、指定管理者の自己評価が定まっていないため、基本協定書に規定される「毎

事業年度終了後１月以内」に最終的な自己評価が提出されていないものとみられ

る。

基本協定書上、「毎事業年度終了後１月以内」となっているため、これを遵守で

きるよう指定管理者と調整する、若しくは、実態に即した期限を基本協定書にも

規定するべきである。
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（12）１時間以内の迅速かつ誠実な対応として県が想定する具体的な対応を指定

管理者に共有することが望まれる【意見】

指定管理者基本協定書第２条第３項第２号に、指定管理者の成果目標として、

１時間以内の迅速かつ誠実な対応が設定されている。

指定管理者２社に状況を確認したところ、北勢ブロックの指定管理者は、入居

者から連絡があった場合に、１時間以内に対応について回答することを目安とし

ており、中勢伊賀ブロック、南勢ブロック、東紀州ブロックの指定管理者は、入

居者から連絡があった場合に、１時間以内に対応まで完了することを目安として

いるとのことであった。現状、指定管理者間で具体的な対応の目安が異なってい

る状況であり、異なるブロック間で受けられるサービスが異なる可能性がある。

公平性の観点から、指定管理者の成果目標である、１時間以内の迅速かつ誠実

な対応について、県が想定する具体的な対応を指定管理者に共有することが望ま

れる。

指定管理者基本協定書（抜粋）

（管理業務）

第２条

３ 甲は、県営住宅等の良好な管理状況を確保するため、乙が行う管理業務に

ついて適正な成果目標を設定することとし、その内容は次のとおりとする。

（２）迅速かつ誠実な対応（１時間以内）
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５ 指定管理者

（１）遊具点検結果に基づき必要な対策を講じるべきである（北勢ブロック）

【指摘】

指定管理者基本協定書第２条第３項第１号に基づき、指定管理者は、月２回以

上、県営住宅の建物等の点検確認を実施することになっている。

北勢ブロックの指定管理者は、県営住宅の公園・児童遊園等の遊具について、

年１回、外部の事業者に点検を委託している。

令和６年度のすべり台定期点検表を確認したところ、異常があり、修繕又は対

策が必要なすべり台は【図表４－５－１】のとおりである。

住宅政策課に確認したところ、これらのすべり台２件について、特記事項に記

載のある必要な対策は取られていないとのことであった。

県土整備部の都市公園にかかる「公園遊具点検実施規準」によると、「Ｃ判定と

なり使用可と判断した場合は、日常点検Ⅰにより毎日点検する。」とされており、

使用の可否を判断した上で、使用を継続する場合は、毎日点検を実施する必要が

ある。

県営住宅の遊具の安全性を確保するため、遊具点検結果に基づき、必要な対策

を講じるべきである。

なお、指定管理者往査日（令和７年８月 22 日）以降、当該すべり台２台につい

ては使用を中止しており、令和７年度中に撤去済である。

【図表４－５－１】遊具点検の結果、対策が必要なすべり台

団地名

Ⅰ機能に関する総合判定

特記事項使用

継続
判定 ハザード

高見

ヒルズ

不可

Ｃ：異常

があり、

修繕又は

対策が必

要

３：生命に危険、あ

るいは重度の恒久的

な障害をもたらしう

るハザードがある状

態

規準不適合、基礎の露出が有

り、埋設等対策が必要です。

豊田

一色

規準不適合、落下域にコンクリ

ート構造物が有り、衝撃吸収材

等対策が必要です。

（出所：すべり台定期点検表に基づき監査人作成）
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指定管理者基本協定書（抜粋）

（管理業務）

第２条

３ 甲は、県営住宅等の良好な管理状況を確保するため、乙が行う管理業務に

ついて適正な成果目標を設定することとし、その内容は次のとおりとする。

（１）建物等の点検確認（毎月２回以上）

公園遊具点検実施規準

（２）退去修繕費用は県営住宅退去検査基準に基づき退去者へ請求すべきである

（中勢伊賀・南勢・東紀州ブロック）【指摘】

県営住宅を退去する場合、指定管理者による退去検査を行い、県営住宅退去検

査基準に基づき、畳の表替え・襖の張替えに対する費用に入居年数による率を乗

じた負担額及び退去者が負担すべきその他の修繕費用の合計金額から敷金を除い

た金額を退去者に対して請求することとしている。

令和６年度の指定管理業務実績報告書内の「退去者住宅精算業務進行状況」を

確認したところ、中勢伊賀ブロック 84 件、南勢ブロック 19 件、東紀州４件の計

107 件の退去が報告されていた。個別の退去者負担修繕費の金額を確認したところ、

敷金よりも低い金額又は同額が記載されており、退去者に対し、敷金を上回る修

繕費用を請求していない状況であった。

指定管理者が令和６年度に実施した現地での退去検査の際に作成した「県営住

宅空家補修箇所調査書」を確認したところ、【図表４－５－２】のとおり、退去者

が負担すべき修繕費用額が、敷金を超過する分が生じているものが合計 90 件、請

求していない修繕費用は合計 4,475,545 円に及ぶ。この金額は、入居者募集対策修
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繕費１戸当たりの金額 1,162,872 円（【図表４－５－３】参照）の約 3.8 戸分に相

当する。

また、北勢ブロック指定管理者においては、退去修繕費用を請求している一方、

中勢伊賀・南勢・東紀州ブロックでは請求していないため、公平性の観点からも

問題がある。

そのため、退去修繕費用については、県営住宅退去検査基準に基づき、適切に

計算した上で請求すべきである。

県営住宅退去検査基準

１．畳の表替え、襖の張替えについては、入居年数にかかわらず、すべて行う

ものとする。

２．退去者に対して、畳の表替え・襖の張替えに対する費用を、入居年数によ

り、次の率に応じた負担を請求するものとする。

入居年数 ０ → １ → ２ → ３ → ４ → ５ → ６ → ７ → ８→

  率    0.5   0.6   0.8   0.9   0.9   0.8   0.6   0.5   0.3

３．次に掲げる事項に該当する退去者に対しては、前項の率に加えてさらに、

費用負担を１／２に軽減するものとする。

（１） 当該住宅に８年以上入居していた者

（２） 住宅の維持管理等の良好な者

「維持管理が良好である」とは、以下のすべてに該当しないものと

する。

① 畳について

イ 表面にタバコの焼け穴及び家具跡の著しいもの等があるもの

ロ 表面に擦り切れ等のあるもの

② 襖について（対の襖は、たとえ片方でもその対の全部とみなす）

イ 穴があいているもの

ロ 全体が、しみ・落書き等で汚れているもの

（３） 上記以外の個人負担分に係る修繕に要する費用は、別途請求するも

のとする。

（出所：県営住宅入居者のしおり）
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【図表４－５－２】県営住宅空家補修箇所調査書       （単位：円）

団地

名
No.

入居

年数
総額 負担率 その他 負担額 敷金額 追加徴収額

千里

1 21 163,700 0.3 50,000 99,110 28,200 70,910

2 54 143,900 0.3 50,000 93,170 21,900 71,270

3 5 135,800 0.8 50,000 158,640 29,100 129,540

4 43 231,400 0.3 50,000 119,420 72,000 47,420

5 9 137,300 0.3 50,000 91,190 40,500 50,690

6 54 165,500 0.3 50,000 99,650 21,900 77,750

7 54 165,500 0.3 60,000 109,650 21,900 87,750

8 17 203,100 0.3 55,000 115,930 27,600 88,330

9 45 197,600 0.3 55,000 114,280 24,300 89,980

10 18 184,800 0.3 55,000 110,440 34,500 75,940

11 19 171,700 0.3 55,000 106,510 35,400 71,110

12 13 145,100 0.3 50,000 93,530 27,900 65,630

サン

シャ

イン

千里

13 27 67,400 0.3 250,000 270,220 132,000 138,220

14 14 67,400 0.3 100,000 120,220 76,200 44,020

15 14 77,700 0.3 60,000 83,310 75,900 7,410

16 1 76,600 0.6 60,000 105,960 75,600 30,360

白塚

17 18 151,000 0.3 15,000 60,300 59,400 900

18 23 122,700 0.3 25,000 61,810 50,700 11,110

19 9 122,800 0.3 25,000 61,840 60,300 1,540

20 16 140,400 0.3 45,000 87,120 82,800 4,320

21 4 129,900 0.9  0 116,910 51,300 65,610

22 14 120,600 0.3 50,000 86,180 51,000 35,180

一

身

田

23 11 145,500 0.3 100,000 143,650 59,100 84,550

24 15 135,800 0.3 100,000 140,740 98,700 42,040

25 23 121,000 0.3 50,000 86,300 21,900 64,400

26 38 144,600 0.3 50,000 93,380 51,300 42,080

27 4 135,800 0.9 50,000 172,220 61,500 110,720

28 21 144,600 0.3 50,000 93,380 62,700 30,680

29 35 165,100 0.3 50,000 99,530 31,500 68,030

30 5 167,500 0.8 50,000 184,000 24,000 160,000

31 38 204,900 0.3 50,000 111,470 51,300 60,170

32 0 226,000 0.5 60,000 173,000 60,300 112,700

33 22 135,800 0.3 60,000 100,740 61,800 38,940

34 18 166,800 0.3 60,000 110,040 72,300 37,740

35 15 166,800 0.3 60,000 110,040 58,800 51,240

36 15 166,800 0.3 60,000 110,040 60,900 49,140

37 49 181,100 0.3 55,000 109,330 14,700 94,630

江

戸

橋

38 33 133,400 0.3 50,000 90,020 28,200 61,820

39 19 133,500 0.3 50,000 90,050 19,500 70,550

40 13 156,900 0.3 50,000 97,070 21,300 75,770

41 18 168,100 0.3 60,000 110,430 19,200 91,230
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団地

名
No.

入居

年数
総額 負担率 その他 負担額 敷金額 追加徴収額

42 17 197,300 0.3 60,000 119,190 20,700 98,490

島崎 43 18 136,800 0.3 50,000 91,040 27,000 64,040

パー

ルハ

イツ

西丸

の内

44 8 127,600 0.3 60,000 98,280 77,700 20,580

船頭

町
45 45 140,500 0.3 45,000 87,150 86,100 1,050

神戸

46 15 135,800 0.3  0 40,740 25,800 14,940

47 42 171,600 0.3  0 51,480 29,100 22,380

48 24 142,000 0.3  0 42,600 25,800 16,800

結城

49 10 154,500 0.3  0 46,350 45,000 1,350

50 6 157,000 0.6  0 94,200 30,900 63,300

51 2 140,600 0.8  0 112,480 31,200 81,280

52 22 178,900 0.3  0 53,670 31,500 22,170

53 0 143,200 0.5  0 71,600 30,300 41,300

54 9 150,600 0.3  0 45,180 31,500 13,680

55 52 143,200 0.3 0 42,960 27,600 15,360

新町

56 19 137,400 0.3  0 41,220 40,500 720

57 16 137,400 0.3 20,000 61,220 56,700 4,520

58 10 121,000 0.3 15,000 51,300 47,100 4,200

野村
59 56 93,800 0.3  0 28,140 12,000 16,140

60 56 93,800 0.3  0 28,140 12,000 16,140

ミレ

ニ

北口

61 24 50,400 0.3 60,000 75,120 75,000 120

62 25 77,600 0.3 50,000 73,280 62,400 10,880

荒木 63 40 144,500 0.3  0 43,350 31,500 11,850

服部

64 20 140,700 0.3 20,000 62,210 36,900 25,310

65 3 135,000 0.9   121,500 54,600 66,900

66 44 130,900 0.3 100,000 139,270 69,000 70,270

67 7 130,600 0.5   65,300 43,200 22,100

68 7 123,600 0.5 30,000 91,800 41,100 50,700

木根 69 2 169,200 0.8   135,360 87,900 47,460

依那

具
70 55 100,300 0.3   30,090 12,000 18,090

カー

サ上

野

71 21 41,400 0.3 160,000 172,420 60,000 112,420

72 3 41,400 0.9 30,000 67,260 66,900 360

大黒

田
73 2 133,600 0.8 0 106,880 43,500 63,380

粥田 74 24 191,200 0.15 120,000 148,680 34,800 113,880
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団地

名
No.

入居

年数
総額 負担率 その他 負担額 敷金額 追加徴収額

75 1 191,200 0.3 50,000 107,360 35,400 71,960

76 6 160,900 0.3 60,000 108,270 42,600 65,670

和屋 77 17 164,200 0.15 50,000 74,630 53,400 21,230

上川 78 31 128,100 0.15 50,000 69,215 38,700 30,515

エス

ペラ

ント

末広

79 24 90,900 0.15 80,000 93,635 78,900 14,735

80 8 81,000 0.15 110,000 122,150 74,100 48,050

81 24 82,100 0.15 100,000 112,315 82,800 29,515

辻久

留
82 16 127,600 0.15 50,000 69,140 61,500 7,640

旭 83 23 113,700 0.3 55,000 89,110 60,900 28,210

城田
84 1 129,400 0.6 0 77,640 22,800 54,840

85 9 146,600 0.3 0 43,980 22,800 21,180

五十

鈴川
86 3 189,600 0.9 0 170,640 53,400 117,240

泉 87 34 130,600 0.3 100,000 139,180 70,500 68,680

井土
88 25 138,200 0.3 70,000 111,460 51,900 59,560

89 11 169,200 0.3   50,760 27,000 23,760

久生

屋
90 5 144,600 0.8 0 115,680 46,500 69,180

計   12,623,200   3,970,000 8,685,445 4,209,900 4,475,545

（出所：県営住宅空家補修箇所調査書に基づき監査人作成）
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【図表４－５－３】令和６年度に実施した入居者募集対策修繕費の一覧

（単位：円）

市町 住宅名
入居者募集対策修繕費

件数 金額

桑名市 川成 7 9,322,500

四日市市

高見ヒルズ 10 4,686,000

あこず 14 20,903,300

笹川 20 33,550,000

笹川第二 8 9,253,200

河原田 7 4,637,600

鈴鹿市
高岡山社の郷 15 19,908,900

桜島 16 21,467,600

亀山市 鹿島 2 520,300

津市

千里 6 8,672,400

サンシャイン千里 10 18,337,000

白塚 5 7,756,628

一身田 10 10,075,747

パールハイツ西丸之内 3 2,396,097

船頭町 2 2,607,000

神戸 4 5,758,218

結城 5 4,005,100

新町 2 2,323,200

ミレニ北口 1 1,074,348

伊賀市
服部 13 17,124,073

カーサ上野 10 12,667,600

名張市 蔵持 2 7,459,100

松阪市

大黒田 3 2,095,500

五反田 6 4,945,600

粥田 4 1,917,409

上川第二 7 5,132,899

エスペラント末広 13 7,442,068

伊勢市

辻久留 3 2,565,797

旭 5 4,916,894

西豊浜 2 4,299,978

五十鈴川 1 689,040

尾鷲市
古江 5 3,136,900

泉 1 1,924,164

熊野市

井戸 2 1,972,080

井土 4 2,382,732

久生屋 5 3,022,404

計 233 270,949,376

平均 1,162,872

（出所：三重県営住宅指定管理業務実績報告書に基づき監査人作成）
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（３）入居者からの要望に対する対応状況を記録すべきである（北勢ブロック）

【指摘】

「県営住宅指定管理者基本協定書」第２条第３項第２号によると、指定管理者

には、「迅速かつ誠実な対応（１時間以内）」という成果目標が設定されている。

北勢ブロックの指定管理者では、県営住宅の入居者から電話やメール等で要望

を受けた場合や巡回で対応すべき事項が発見された場合等に応対票を作成してい

る。当該応対票には、応対内容と対処メモを記載することとなっているが、対処

メモの記載がない応対票が散見された。

対処メモが記録されていないと、今後同様の要望を受けた際、過去の対処方法

を遡りたい場合や、対応後に問題が生じ、過去の状況を確認することができなく

なってしまう。

また、指定管理者の評価を行うに当たり、基本協定書にある１時間以内の迅速

かつ誠実な対応が行われたことを書類により検証することができない。

そのため、応対内容及び対処メモの記載を徹底すべきである。

県営住宅指定管理者基本協定書

（管理業務）

第２条 三重県営住宅条例第５２条で規定する乙が行う業務（以下「管理業

務」という。）の内容は、次のとおりとする。

（１）県営住宅等の管理に関する業務。ただし、県営住宅等の入居者の決定そ

の他公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）において甲が行うこととされて

いるものを除く。

（２）県営住宅等の施設、設備等の維持、保守管理、修繕等に関する業務。

（３）前二号に掲げる業務のほか、甲が県営住宅等の管理上必要と認める

業務。

２ 前項各号に掲げる業務の細目である管理業務仕様書（三重県営住宅及び三

重県特定公共賃貸住宅管理マニュアルを含む。）は、別記１のとおりとする。

３ 甲は、県営住宅等の良好な管理状況を確保するため、乙が行う管理業務に

ついて適正な成果目標を設定することとし、その内容は次のとおりとする。

（１）建物等の点検確認（毎月２回以上）

（２）迅速かつ誠実な対応（１時間以内）

（３）入居率向上に関する取組

 ア）募集戸数（入居率年１％の向上を目標として、各年度の状況を踏まえ、

年度協定書で具体的数値目標を定める）

イ）子育て世帯向け住戸修繕戸数（年１戸以上）
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（４）巡回時実施事項の記録を残すことが望まれる（中勢伊賀・南勢・東紀州ブ

ロック）【意見】

指定管理者では、県へ提出する巡回実施報告書の作成のために、巡回者が「巡

回日、巡回者、団地名、到着時刻、出発時刻、主たる目的、内容」を記録した巡

回記録表を作成し、巡回状況を管理している。当該巡回記録表を基に、巡回実施

報告書を作成している。

当該巡回記録表の内容欄に巡回時の実施事項を記載する運用となっているが、

巡回者によって記載粒度は異なり、実施事項を詳細に記載している者もいれば、

特別な事項がない限り記載していない者もいる。

この点、詳細な内容については巡回実施報告書の記載対象ではないが、一定水

準以上の実施事項を記録しなければ、指定管理者内で何の業務に何時間かかった

か等、業務の実態を適切に把握することができない。また、指定管理料は、業務

時間に基づく積み上げ算定をしておらず、過去からの金額や予算を参考に決定し

ているため、業務の実態に見合った指定管理料でない可能性がある。そのため、

業務の実態を把握して適切な指定管理料を算定する観点からも、実施内容を記録

する方が望ましい。

以上のことから、業務に支障のない範囲内で実施事項を記載して、指定管理者

内部の管理に活用するとともに、必要に応じて県への報告を行い、状況に応じて

指定管理料に反映させることが望ましい。

（５）入居者アンケートの自由記載欄には共通する意見や不満のみ記入することと

し、個別の意見や不満については別途連絡するよう求めることが望ましい

（北勢ブロック）【意見】

指定管理者では、入居者に対して県営住宅管理に関する匿名アンケートを実施

している。当該アンケートには、県営住宅に対する意見や不満を自由に記載する

欄が設けてあるが、記載された意見や不満への対応は県営住宅全体に関わるもの

のみを対象に行っており、各部屋に関する個別の意見・不満に対する対応は行っ

ていない。しかしながら、アンケートを確認すると、各部屋の個別的な意見・不

満の記載がいくつか見受けられた。

この点、指定管理者側では、アンケート内の意見や不満の自由記載欄を設けて

いる趣旨を、共通的な意見や不満を収集して県営住宅全体に対する改善検討とし

ている一方で、実際にアンケートを確認すると、上述のとおり、県営住宅の全体

的な意見・不満と各部屋の個別的な意見・不満が混在しているため、指定管理者

と入居者との間に期待ギャップや認識の相違があるように見受けられる。

当該期待ギャップを埋めるために、アンケート自体は匿名であるため、個人を

特定して個別に対応することは難しいとは思うが、「個別の意見・不満を当該アン
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ケートに記載されても匿名であるため対応が難しいため、電話やメールで要望す

るか、同封している要望はがきに要望を記載して提出してください」等を周知す

ることや、アンケート内の項目については共通的な意見・不満に限定した記載欄

とすることが望ましい。

（６）入居資格審査に必要な書類の案内に同性パートナーの入居に関する記載を

検討することが望まれる（共通）【意見】

県の「県営住宅への同性パートナーなどに関する入居取扱基準」第５条による

と、同性パートナーの入居資格審査に必要な書類として、「パートナーシップ宣誓

書受領書の写し」及び「同居誓約書」が定められている。

しかし、指定管理者が入居予定者に配布する「入居資格審査に必要な書類の案

内」を確認したところ、同性パートナーの入居予定者向けの案内が記載されてい

なかった。

県では、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」

を制定しており、性の多様性の推進を明言している。過去に、県営住宅における

同性パートナーの入居実績はないが、性の多様性の推進という県の方針に従い、

入居募集案内及び入居案内等に、同性パートナーの入居に関連する必要書類の記

載を検討することが望まれる。

県営住宅への同性パートナーなどに関する入居取扱規準

（入居資格審査に必要な書類）

第５条 県営住宅に入居を希望する同性パートナーなどがいる場合は、三重県

営住宅条例施行規則第４条の２第３項第４号に規定するその他知事が必要と認め

る書類として、次の各号に定めるものを提出するものとする。

一 パートナーシップ宣誓書受領書の写し

二 同居誓約書（同居している場合及び「三重県パートナーシップ公正証書等

受領証」を提出する場合は不要）
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６ 県営住宅管理システム

（１）県営住宅管理システムログイン時の安全性の高いパスワードを設定すべき

である【指摘】

県営住宅管理システムへの認証について、各利用者が遵守すべきパスワードの

ルールが定められていない。このため、利用者は各々が自由にパスワードを設定

しており、桁数や複雑性において一般的に安全と考えられるレベルには達してい

なかった。そのため、県営住宅管理システムログイン時の安全性の高いパスワー

ドを設定すべきである。

なお、住宅政策課によると、令和７年 11 月 1 日から、以下の内容でルールを定

めるとしている。

・大文字、小文字、数字、記号のうち３種類以上を含むこと

・８文字以上とすること

・ＩＤとは異なるものとすること

（２）県営住宅管理システムの退職者ＩＤ及び異動者ＩＤは無効化する必要があ

る【指摘】

県営住宅管理システムを確認したところ、退職者ＩＤ（退職した職員のシステ

ムアカウント）及び異動者ＩＤ（他部署へ異動した職員のシステムアカウント）

が利用可能な状態で残存していた。

退職者ＩＤ及び異動者ＩＤを利用した意図的又は偶発的な個人情報の持ち出し

や改ざん、不正利用の発生を防止するため、退職者ＩＤ及び異動者ＩＤは速やか

に無効化する必要がある。

なお、同システムはＩＤを無効化する機能を保持していないため、今後は退職

者ＩＤ及び異動者ＩＤについては利用権限を全て停止する処置をとるとのことで

あるが、次期システム更新時には、退職者ＩＤ及び異動者ＩＤの無効化を設定で

きる機能を追加することが望まれる。

（３）県営住宅管理システムの受入テストの記録等を作成の上、承認を受ける体

制を構築することが望まれる【意見】

県営住宅管理システムの導入時の検収状況を確認したところ、ベンダーが動作

確認を行った作業報告書はあるものの、県が実施した受入テストの記録や検収に

関する報告書が保存されていなかった。

住宅政策課に確認したところ、受入テスト自体は実施したものの記録は残して

いないとのことであった。

受入テストの記録や検収に関する報告書が残されていないと、納品されたシス

テムが仕様書どおりの品質や機能等、業務に必要な要件を満たしていたかを検証
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することができず、不具合や追加対応が発生した場合に責任範囲が曖昧になって

しまう。そのため、受入テストの記録や検収に関する報告書を作成の上、上長の

承認を受ける体制を構築することが望まれる。


